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            平成３０年第１回柳津町議会定例会会議録 

            第２日 平成３０年３月８日（木曜日） 

 

１．出席議員は次のとおりである。 

  １番 岩 渕 清 幸   ６番 小 林   功   ９番 田 﨑 為 浩 

  ２番 磯 目 泰 彦   ７番 菊 地   正  １０番 鈴 木 吉 信 

  ３番 伊 藤   純   ８番 齋 藤 正 志  １１番 伊 藤 昭 一 

  ５番 田 﨑 信 二 

 

２．欠席議員は次のとおりである。 

  な し 

 

３．地方自治法第121条の規定により出席を求められ、出席した者は次のとおりである。 

町 長 井 関 庄 一  建 設 課 長 横 田 勝 則 

副 町 長 矢 部 良 一  保 育 所 長 佐 藤 清 子 

総 務 課 長 角 田   弘  教 育 長 目 黒 健一郎 

出 納 室 長 新井田 理 恵  教 育 課 長 横 井 伸 也 

町 民 課 長 金 子 佳 弘  公 民 館 長 舩 木 慎 弥 

地域振興課長 菊 地 淳 一    

 

４．会議に職務のため出席した者の職氏名。 

議会事務局長 天 野   高  副 主 査 早 川 直 美 

 

５．会議事件は次のとおりである。 

日程第 １  議案第２７号 平成２９年度柳津町一般会計補正予算 

日程第 ２  議案第２８号 平成２９年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算 

日程第 ３  議案第２９号 平成２９年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算 

日程第 ４  議案第３０号 平成２９年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算 

日程第 ５  議案第３１号 平成２９年度柳津町介護保険特別会計補正予算 

日程第 ６  議案第３２号 平成２９年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算 
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日程第 ７  議案第３３号 平成２９年度柳津町町営スキー場事業特別会計補正予算 

日程第 ８  議案第３４号 平成２９年度柳津町農業集落排水事業特別会計補正予算 

日程第 ９  議案第３５号 平成２９年度柳津町下水道事業特別会計補正予算 

日程第１０ 議案第３６号 平成２９年度柳津町簡易排水事業特別会計補正予算 

日程第１１ 議案第３７号 平成２９年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算 

日程第１２ 議案第３８号 平成３０年度柳津町一般会計予算 

日程第１３ 議案第３９号 平成３０年度柳津町土地取得事業特別会計予算 

日程第１４ 議案第４０号 平成３０年度柳津町国民健康保険特別会計予算 

日程第１５ 議案第４１号 平成３０年度柳津町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第１６ 議案第４２号 平成３０年度柳津町介護保険特別会計予算 

日程第１７ 議案第４３号 平成３０年度柳津町簡易水道事業特別会計予算 

日程第１８ 議案第４４号 平成３０年度柳津町町営スキー場事業特別会計予算 

日程第１９ 議案第４５号 平成３０年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算 

日程第２０ 議案第４６号 平成３０年度柳津町下水道事業特別会計予算 

日程第２１ 議案第４７号 平成３０年度柳津町簡易排水事業特別会計予算 

日程第２２ 議案第４８号 平成３０年度柳津町林業集落排水事業特別会計予算 
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         ◎開議の宣告 

○議長 

   ただいまから本日の会議を開きます。（午前１０時００分） 

   本日の議事日程はお手元にお配りのとおりであります。 

   これより議事に入ります。 

         ◇         ◇         ◇ 

         ◎議案の審議 

○議長 

   お諮りいたします。 

   日程第１、議案第２７号「平成２９年度柳津町一般会計補正予算」 

   日程第２、議案第２８号「平成２９年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算」 

   日程第３、議案第２９号「平成２９年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算」 

   日程第４、議案第３０号「平成２９年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算」 

   日程第５、議案第３１号「平成２９年度柳津町介護保険特別会計補正予算」 

   日程第６、議案第３２号「平成２９年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算」 

   日程第７、議案第３３号「平成２９年度柳津町町営スキー場事業特別会計補正予算」 

   日程第８、議案第３４号「平成２９年度柳津町農業集落排水事業特別会計補正予算」 

   日程第９、議案第３５号「平成２９年度柳津町下水道事業特別会計補正予算」 

   日程第１０、議案第３６号「平成２９年度柳津町簡易排水事業特別会計補正予算」 

   日程第１１、議案第３７号「平成２９年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算」 

  については、いずれも関連がありますので一括上程し議題としたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、議案第２７号、議案第２８号、議案第２９号、議案第３０号、議案第３１号、議

案第３２号、議案第３３号、議案第３４号、議案第３５号、議案第３６号、議案第３７号は

一括上程し、議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 
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○町長（登壇） 

   皆さん、おはようございます。 

   議案第２７号「平成２９年度柳津町一般会計補正予算」について提案理由の説明をいたし

ます。 

   本案は、年間所要額の見込みによる歳入歳出予算及び繰越明許費、債務負担行為、地方債

の補正であります。 

   次に、議案第２８号「平成２９年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算」について提案

理由の説明をいたします。 

   本案は、販売実績に伴う年間所要見込み等による歳入歳出予算の補正であります。 

   次に、議案第２９号「平成２９年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算」について提案

理由の説明をいたします。 

   本案は、年間所要見込み等による事業勘定及び施設勘定の歳入歳出予算の補正であります。 

   次に、議案第３０号「平成２９年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算」について提

案理由の説明をいたします。 

   本案は、年間所要見込み等による歳入歳出予算の補正であります。 

   次に、議案第３１号「平成２９年度柳津町介護保険特別会計補正予算」について提案理由

の説明をいたします。 

   本案は、年間所要見込み等による歳入歳出予算の補正であります。 

   次に、議案第３２号「平成２９年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算」について提案

理由の説明をいたします。 

   本案は、年間所要見込み等による歳入歳出予算の補正であります。 

   次に、議案第３３号「平成２９年度柳津町町営スキー場事業特別会計補正予算」について

提案理由の説明をいたします。 

   本案は、年間所要見込み等による歳入歳出予算の補正であります。 

   次に、議案第３４号「平成２９年度柳津町農業集落排水事業特別会計補正予算」について

提案理由の説明をいたします。 

   本案は、年間所要見込み等による歳入歳出予算の補正であります。 

   次に、議案第３５号「平成２９年度柳津町下水道事業特別会計補正予算」について提案理

由の説明をいたします。 

   本案は、年間所要見込み等による歳入歳出予算の補正であります。 
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   次に、議案第３６号「平成２９年度柳津町簡易排水事業特別会計補正予算」について提案

理由の説明をいたします。 

   本案は、年間所要見込み等による歳入歳出予算の補正であります。 

   次に、議案第３７号「平成２９年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算」について

提案理由の説明をいたします。 

   本案は、年間所要見込み等による歳入歳出予算の補正であります。 

   なお、詳細につきましては総務課長より説明をさせますので、よろしくご審議お願いをい

たします。 

○議長 

   引き続いて、総務課長より補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   おはようございます。 

   それでは、私から補足してご説明申し上げます。 

   議案第27号から37号まで11議案という部分でございます。 

   まず、１ページをお開きください。 

   議案第２７号「平成２９年度柳津町一般会計補正予算（第７号）」でございます。 

   歳入歳出それぞれ１億6,958万6,000円を減額いたしまして、予算総額といたしまして41億

2,026万7,000円とするものでございます。 

   繰越明許費についても、第２表のほうで繰越明許費をお願いしたいという部分でございま

す。債務負担行為につきましては、第３表によりまして債務負担行為の補正をお願いしたい。

続いて、第４条でございますが、地方債の補正という部分で第４表のほうで地方債補正をお

願いしたいというところでございます。 

   なお、今回の補正につきましては、歳入につきましては額の確定あるいは歳入見込みによ

る補正を、歳出につきましては歳出額の確定あるいは執行見込みによる補正をお願いするも

のでございます。 

   それでは、７ページをお開きください。 

   第２表 繰越明許費でございます。 

   繰越明許費につきましては、４款衛生費の簡易水道未普及地区水道施設改修費補助事業か

ら、一番下の災害復旧費、現年公共土木災害復旧事業まで15案件を繰越明許としてお願いを
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したいというところでございます。総額といたしまして１億620万8,000円でございます。 

   ただし、この中で上から２つ目、農林水産業費の担い手確保・経営強化支援事業でござい

ますが、この事業につきましては、今回の補正予算によりまして歳出補正、農業振興費のほ

うで負担金補助等で出てまいりますが、それをお願いし、なおかつ繰越明許をお願いしたい

という部分でございます。この事業につきましては、今回国に経営の強化支援という部分で

町のほうで申請を出していたところ、１法人が該当いたしました。それも平成29年度の国の

補正予算という部分で該当いたしました。２月22日付で町のほうに決定されたという部分で

ございますので、事業については、次年度に繰り越しをしないとできないという部分がござ

いますので、今回。これについては、経営改善をするという部分で経営改善の関係のいろい

ろなポイントによって、今回は経営改善ポイントで12ポイント以上が該当になったというと

ころでございます。事業内容といたしましては、トラクター等の整備をしたいという部分で

２分の１の補助事業という部分でございます。２分の１を町で受けて、それをそっくり法人

のほうに支援をしていくという形での繰越明許となっております。 

   それ以外については、現在予算を持っておりますので、その予算執行の残の部分で繰り越

しをお願いしたいという部分でございます。 

   続きまして、次のページ、第３表でございます。 

   債務負担行為の変更でございます。まず、上の段の柳津・新鶴区間の開設改良事業費に係

る受益者賦課金償還金に対する助成という部分でございますが、補正内容といたしましては、

期間については昭和60年度から平成40年度までの期間で償還をするという形でとっておりま

したが、それを昭和60年度から来年度までで全て償還を終えたいという部分で繰り上げにし

て償還をしたいと。それをすることによって、利息分と言われる部分については当然町にと

っては利益が出ますので、その分でこの差額が150万円ほど出てまいりますが、それについ

ては町の利益になるということを勘案しまして、繰り上げをしたいという考え方で債務負担

行為の期間並びに限度額を変えるものでございます。下の利子補給につきましては、額が確

定いたしましたので99万9,000円という部分で10万9,000円の増額をお願いをしたいというと

ころでございます。 

   次のページをお開きください。 

   地方債の補正でございます。第４表になります。 

   これにつきましては、一番上の広域消防の負担金、これはポンプの購入補助の関係なんで

すが、そこから始まりずっといきまして次の11ページになりますが、農林水産業費の災害復
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旧事業債でございますが、ここまでで額確定あるいは見込みの部分で減額をさせていただき

たいという部分で、起債の総額として4,910万円の減額をお願いするところでございます。 

   続きまして、14ページをお願いいたします。 

   歳入でございます。 

   歳入、町税の固定資産税でございます。固定資産税の滞納繰越分でございます。これにつ

きましては、滞納繰越分として町税の収入が実績としてありますので、その分を今回増額す

る。若干見込みも入ってございますが、滞納部分で固定資産税の大きな収入が入りましたの

で、その分を今回補正をするものでございます。 

   軽自動車税につきましても、滞納繰越分について現在金額が多く入っておりますので、そ

の分を増額するものでございます。 

   続いて、６款地方消費税交付金につきましては、額の確定に伴う減額でございます。 

   続いて、分担金及び負担金でございます。農地災害分担金でございますが、これにつきま

しては予算の組み替えによる増減という部分でございます。農地等災害復旧事業受益者分担

金、減額13万3,000円となっておりますが、これにつきましては、前年度分を現年度分とい

う形で、間違った形で申しわけございませんでしたが、歳入を見込んでしまったということ

で、下のほうに書いてございますが、前年度農地等災害復旧事業受益者分担金と上げるべき

ものを現年度で上げてしまったという部分でございますので、予算の組み替えの部分でござ

います。よろしくお願いします。 

   続いて、次の15ページになります。 

   負担金でございます。民生費負担金につきましては、全て見込みの部分での減額の部分で

ございます。なお、一番下にあります滞納繰越分については、４万9,000円ほど増額で入っ

ておりますので、これについては、増額という部分で見させていただきました。 

   教育費負担金につきましては、これは今つくっております給食センター等にかかわる負担

金について、今後の見込みを立てまして減額となったところでございます。 

   土木費負担金につきましては、これは沼山トンネルのトンネル検査を実施しております。

それにつきましては柳津町分と会津美里町分があります。柳津町のほうで全ての調査をやり

ましたので、それに伴う会津美里町からの負担金という部分で今回上げさせていただいたと

いうところでございます。 

   続いて、使用料及び手数料の使用料でございます。土木使用料といたしましては、土木管

理使用料、実績で6,000円の増、営造物についても実績に伴う増です。現年度並びに前年度
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滞納繰越分の使用料につきましては、収入見込みを立てさせていただきまして減額となった

ところでございます。 

   教育使用料でございます。営造物使用料の部分で、美術館入館料につきましては、実績並

びに今後の見込みを立てさせていただきまして使用料の増を見込ませていただきました。 

   次のページでございます。 

   小学校施設使用料並びに中学校施設使用料につきましては、見込みを立てまして減額とさ

せていただいたところでございます。 

   続いて、手数料でございます。総務手数料につきましては、全て今後の見込みを立てさせ

ていただきまして、戸籍手数料についてのみ増額をお願いし、それ以外につきましては減額

をお願いしたいというところでございます。 

   続いて、土木手数料でございます。これは屋外広告物の手数料で、本年度の実績の部分で

８万8,000円の増額をお願いしたいというところでございます。 

   次の17ページをお願いいたします。 

   国庫支出金、国庫負担金の民生費国庫負担金でございます。これにつきましては、一番上

が障害者の関係でございますが、事業費の見込みが歳出で減額になってございますので、そ

れに伴います国庫補助金２分の１になりますが、その歳入の減額でございます。その下の被

用者から５節の非被用者につきましては、児童手当に関する額の確定に伴います歳入の増減

で上げさせていただきました。保険料につきましても、保険料の軽減という部分で見込ませ

ていただきまして減額をさせていただいたという部分でございます。 

   衛生費国庫負担金につきましても、見込みで減額をさせていただきました。 

   災害復旧費国庫負担金につきましては、河川災害復旧費につきましても発注してございま

すので、それに伴う額の見込みという部分で減額をさせていただきました。 

   次の国庫補助金でございます。 

   総務費国庫補助金につきましては、全てこれにつきましても見込みという部分で減額をさ

せていただいたところでございます。 

   民生費国庫補助金につきましても、社会資本整備総合交付金、社総金と言われるものです

が、これにつきましても減額見込みという部分で出させていただきました。 

   次の18ページでございます。 

   障害者福祉費につきましても、歳出実績の見込みによる減額です。子育て支援交付金につ

きましては、額の確定に伴います７万7,000円の増額となったところでございます。 
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   続きまして、教育費国庫補助金でございます。これにつきましては、今回の学校統合に伴

いまして、専用バスを購入するという部分で予算を計上させていただきましたが、それにつ

きまして国庫のほうに補助金の申請をいたしました。その結果といたしまして、今回２台分

といたしまして326万円という部分で国庫補助金の採択になったという部分でございますの

で、増額をお願いしたい。特別支援については実績という部分で23万6,000円の減です。 

   国庫委託金でございます。 

   総務費国庫委託金については額確定に伴う増、民生費国庫委託金につきましても額確定に

伴う増額でございます。 

   県支出金、県負担金でございます。 

   民生費県負担金でございますが、これにつきましては、先ほど国庫でご説明した部分と同

様でございます。障害者の部分、あるいは次のページにいきますと児童手当の部分について、

国のほうと同様に減額あるいは一部増額という部分で上げさせていただいたところでござい

ます。衛生費県負担金についても、国庫と同様の考え方で減額になってございます。 

   県補助金でございます。 

   民生費県補助金につきましては、介護事務の補助金という部分で10万3,000円ほど増額を

見込ませていただいております。障害者福祉費につきましては、歳出のほうの減額に伴う歳

入の減でございます。子育て支援交付金につきましては、増額という部分で見込ませていた

だいております。ひとり親については、事業費の減額に伴う歳入の減でございます。次の20

ページになりますが、社会福祉費補助金で2,000円でございますが、額確定に伴うものでご

ざいます。 

   衛生費補助金につきましては、66万円ほど歳出減額という部分と同様に歳入も減額になっ

たというところでございます。 

   農林水産業費県補助金について444万1,000円の大きな増額をお願いするわけですが、これ

につきましては、先ほど債務負担行為でお話をさせていただきました担い手確保・経営強化

支援事業補助金、これにつきましては472万円、トラクター分についての２分の１補助をこ

こで受けるという形になります。林業費補助金については、額の見込みに伴う減額です。 

   商工費県補助金の商工費補助金、観光費補助金につきましても、見込みに伴う減額でござ

います。 

   土木費県補助金については、合併浄化槽の設置が平成29年度についてはございませんでし

たので、全て減額となっているところでございます。ただし、国庫補助金については、当該
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年度で全て受けて次年度に使うという形になってございます。 

   教育費県補助金については、見込みという部分で減額でございます。 

   災害復旧費県補助金でございますが、これにつきましては林業施設災害復旧事業、大峯線

の部分の災害復旧の道路災害と杉山線の部分でございますが、激甚災害という部分で補助率

増嵩がございました。それに伴います補助金の増額として歳入を受けるものでございます。 

   次のページをお開きください。 

   県委託金でございます。総務費県委託金の部分でございます。総務管理委託については、

額の確定でございます。徴税費委託金については、今も多く入ってございますので、今後の

見込みを立てまして12万3,000円の増額とさせていただきました。戸籍住民基本台帳から選

挙委託金までについては、額確定に伴う減額でございます。 

   土木費県委託金につきましては、道路橋梁費委託金でございます。今回の大雪に伴います

除雪経費等に伴います増額を見込ませていただいたという部分でございます。 

   教育費委託金につきましては、先ほど国庫補助金の分も減額になりましたが、33万2,000

円の減額の見込みを立てさせていただきました。 

   財産収入、財産運用収入の土地建物収入でございますが、これにつきましては、旧の診療

所の脇にある医師住宅につきまして現在地域おこし協力隊に貸し出しをしておりますので、

その分の増額に伴うものが主なものでございます。 

   次のページ、財産売払収入でございます。不動産売払収入でございますが、分収林の間伐

の部分の売払収入の確定に伴うものでございます。細越地区の部分の売払収入でございます。

逆に、今度は分収によって額が確定して各地区に払い出すものがありますので、歳出のほう

で出てまいります。 

   寄附金でございます。一般寄附金については、額の確定に伴いまして今回108万5,000円ほ

ど寄附金の増額をお願いするものでございます。スポーツ振興基金の寄付金については、な

かなか見込みがないという部分で２万円減額をお願いしたいという部分でございます。 

   繰入金、特別会計繰入金、土地会計につきましては、１区画の売り払い収入を見込んでお

りましたが、土地会計のほうで見込みがないという部分でございましたので、一般会計のほ

うでも歳入を落とさせていただいたという部分でございます。 

   次の23ページをお願いいたします。基金繰入金でございます。 

   財政調整基金3,000万円を繰り入れる予定をしておりましたが、今回の補正予算を見て歳

入等を見込ませていただいたときに、3,000万円については繰り入れをしなくても大丈夫だ
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ろうという部分でゼロ、3,000万円を見込んでおりましたが繰入額はゼロとさせていただき

ました。 

   雇用対策基金につきましては、額の確定に伴います10万円の減額でございます。 

   続いて、公共施設整備基金の繰入金8,700万円ほど当初見込んでおりましたが、これにつ

きましても、今回の３月補正の部分で歳入を見させていただいたときに、繰り入れについて

はしなくても執行が可能であるという部分で8,700万円についてはゼロ、繰り入れはしない

とさせていただきました。 

   震災復興基金については、今回の補正予算の中で歳出減額がありますので、その歳出減額

に合わせまして200万円の繰入金を減額するものでございます。 

   続いて、延滞金加算金及び過料でございます。延滞金につきましては、既に収入部分とし

て入っている部分と今後の見込みを出させていただいて64万6,000円を見込ませていただい

たという部分です。 

   貸付金元利収入については、教育費の部分でございますが、奨学資金返済金という部分で

ありませんので、見込みが４万5,000円ほど減額になるという部分でございます。 

   24ページ、雑入でございます。 

   雑入につきましては、弁償金という部分でございますが、原子力損害賠償、全員協議会の

中ではもう少し大きい額で皆様方にご説明を申し上げたところでございますが、実質請求を

してみましたところ、市町村民税の減額、軽自動車税の減額につきましては、地域的に柳津

町は市町村民税、軽自動車税の賠償に該当する地域ではありませんと東電から回答がござい

まして、今回確定として額を上げさせていただきましたのは入湯税の減額補正、減額に伴う

ものの５万6,000円を受け入れをしたところでございます。 

   雑入につきましては、全て今後の見込み等をいろいろ立てさせていただきまして増減とい

う部分であります。美術館の売り払いの増であったり資源回収の売上金の増という部分があ

って、それ以外については減額の見込みがほとんどでございます。 

   25ページが町債でございます。町債につきましては、先ほどの起債の部分で申し上げまし

たとおり、それをまとめますと農林水産業債から災害復旧債という部分で、合わせまして

4,910万円の減額補正をお願いするという部分でございます。 

   続きまして、歳出でございます。 

   歳出の議会費、議会費でございますが、議会費につきましては、今後の見込みで議員旅費

につきまして若干不足するという部分がございますのでその増額補正、並びに、委託料、備
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品購入費については額の確定に伴う減です。 

   総務費の一般管理費でございます。歳入等について額の追加と言われる部分が共済費でご

ざいますが、これにつきましては、追加費用の部分で今回額が確定いたしましたので、どう

しても不足が生じるという部分でございますので、今回補正を一般会計並びに特別会計で出

てまいるところがございますので了承をお願いしたいと思います。それ以外につきましては、

執行見込みを立てて減額をさせていただいたところでございます。 

   次の27ページでございます。 

   27ページにつきましては、文書広報費35万6,000円ほど減額ですが、歳出の見込みを立て

させていただいて減額です。 

   財政管理費について313万円ほど減額となっておりますが、ここの大きなものとしては、

先ほど歳入で申し上げましたが、土地開発基金、土地会計からの繰入金をここで歳入で受け

てここから基金に積むというふうに考えてございましたので、その基金積立金がございませ

んので270万6,000円の減額、これが大きな減額の理由でございます。 

   次のページ、財産管理費につきましては、見込みによる減です。 

   企画費477万9,000円ほど減額になっております。大きな理由といたしましては、需用費で

100万円ほど減額になっていますが、広報やないづ等につきまして入札をいたしましたとこ

ろ、入札差金に伴うものが大きな印刷製本費の減でございます。負担金補助及び交付金につ

きましては、住宅の新エネルギーシステムの補助金につきましては、平成29年度については

１件の申請もございませんでしたので、これから冬期間ではないだろうということで減額を

させていただきました。空き家改修等支援事業につきましても、見込みを立てて200万円ほ

どの減額をお願いするものでございます。 

   交通安全対策費につきましては、見込みを出して減額でございます。 

   次の29ページの後継者緊急対策費につきましても、見込みによる減でございます。 

   諸費でございます。298万6,000円という金額でございますが、当初防犯カメラの設計につ

きまして外注をして積算、設計をするという考え方を持っておりましたが、内部の職員等で

できるようになりましたので、全額298万6,000円を減額するものでございます。 

   電算管理費につきましては、191万3,000円ほど減額になっていますが、計算センターの負

担金の減額が大きな理由でございます。 

   行財政改革推進委員会につきましては、実は本年度２回の開会を予定しておりましたが、

１回だけの開会になったという部分でそれに伴う減額でございます。 
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   庁舎管理費につきましては、床清掃の委託料でございます。これにつきましても、入札を

したところ減額になったところでございます。 

   次のページ、徴税費でございます。徴税総務費につきましては70万1,000円の減額でござ

います。これにつきましては、臨時職員の雇用期間、予定期間について募集しましたが、募

集者がなかなかいらっしゃらなくてその雇用期間、日数が減額になったという部分が大きな

理由です。賦課徴収費については76万2,000円という部分で、これは見込みを立てさせてい

ただいての執行残でございます。 

   戸籍住民基本台帳費につきましても、見込みによる執行残という部分でございます。 

   次の31ページ、選挙費になります。選挙管理委員会費につきましても、見込みを立てさせ

ていただいたところによる減でございます。土地改良区総代選挙費につきましては、額確

定に伴う減額でございます。衆議院議員選挙費につきましても、 終的に額が確定いたし

ましたのでそれに伴う減額でございます。 

   続いて、33ページです。 

   統計調査費につきましても、支出額の見込みを立てさせていただいての減でございます。 

   民生費の社会福祉費、社会福祉総務費については11万6,000円ほどの増額ですが、増額の

理由といたしましては、国保会計（事業勘定）への繰り出しに伴う増でございます。負担金

については、介護等の資格取得の部分を計画しておりましたが、それにつきましての減が大

きな減でございます。 

   老人福祉費でございます。老人福祉費につきましては1,194万6,000円という大きな減額と

なっておりますが、大きな理由といたしましては、次のページの繰出金による介護保険特別

会計繰出金772万9,000円並びに２つぐらい上にあります工事請負費の実績に伴います138万

6,000円の減額、それと、その下の負担金の高齢者にやさしい住まいづくりの助成事業126万

円が大きな減額の理由でございます。 

   国民年金費につきましては、財源補正でございます。 

   障害者福祉費でございます。378万1,000円につきましては、扶助費等の見込みを立てさせ

ていただいたところに伴う減額です。 

   36ページをお願いいたします。 

   36ページで償還金利子及び割引料でございます。平成28年度の国庫補助金の額確定に伴い

ます償還金でございます。127万円ほど償還金としてお願いをしたいという部分でございま

す。児童福祉費の総務費、チャイルドシート等の見込みの減、それと同様にその下の償還金



 １３６

利子につきましても、事業費確定に伴います償還金がございますので11万1,000円をお願い

するものでございます。 

   柳津保育所運営費については、執行額を見込ませていただきました減額です。西山保育所

についても同様です。児童措置費につきましても、同様の考え方でございます。 

   37ページ、学童保育費につきましても同様の考え方です。母子福祉費につきましても、執

行見込みを立てさせていただきまして、子育て応援金と言われるものであったりという部分

が減額となってございます。 

   衛生費に移りまして、保健衛生総務費でございますが、これにつきましては執行残を見込

ませていただきました。大きなものとしては備品購入費でございます。 

   次の38ページ、予防費でございます。これにつきましては557万2,000円ほど減額補正にな

っております。昨日の一般会計等でもお話がございましたが、各委託料等についての見込み

を立てさせていただきました。それに伴う減額という部分でございます。 

   次の39ページ、環境衛生費でございます。447万2,000円につきましては、大きなものは繰

出金の減額でございます。 

   母子保健費303万8,000円減額、これにつきましても委託料あるいは扶助費の今後の見込み

の減額に伴うものでございます。 

   40ページの衛生費でございます。これにつきましては、今後の執行見込みで減額をさせて

いただきました。 

   農林水産業費、農業費で農業委員会費についても、執行見込みで減額をしたところでござ

います。 

   41ページの農業者年金事務費、農業総務費、農業振興費につきましても、見込みを立てさ

せていただいたところでございます。ただし、この中で給料でございますが、給料につきま

しては、大変申しわけございませんでしたが、実は１月、ここに配属をしていた職員の昇格

がございました。給与昇格という部分でございましたので、当然その給料分を見込んでおか

なければならなかったのですが、その昇格分について見込んでいなかったという部分がわか

りましたので、大変申しわけありませんが、今回３月補正の部分で給料１名分、主事から主

査に昇格をしたという部分でございますので、その給料の差額分の５万2,000円をお願いを

したいというところでございます。 

   次の42ページでございますが、42ページの一番下が、先ほど繰越明許費あるいは歳入で申

し上げましたものを全てここで歳出として出していくという部分の472万円でございます。
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大きな部分としては負担金の部分で、それぞれに額の見込みを出させていただいたという部

分です。乾田・畑化対策事業の235万2,000円というのが一番大きな減額となったところでご

ざいます。 

   農地費でございます。293万1,000円につきましては、次のページになります。43ページの

負担金補助でございます。町単農用地整備事業で272万6,000円ほど見込みの減額となってお

ります。 

   地域農政特別対策事業費でございます。これにつきましては、今後の執行見込み並びに一

部今後の経費の予算の組み替えで見込みを立てさせていただいたという部分でございます。

共済費並びに需用費という部分で若干の増額をお願いしたい、それ以外については執行残と

組み替えの部分での減額という部分でございます。 

   次の44ページでございます。 

   農村総合整備費でございます。これにつきましては繰出金の減額に伴うものでございます。 

   国土調査費につきましては、執行見込みによる減でございます。 

   中山間地域等直接支払事業費についても、一応補助金等の額の見込みが立ちましたのでそ

れに伴う減です。 

   林業費、林業総務費22万3,000円についても、見込みに伴う減です。 

   次の45ページ、林業振興費145万円につきましても見込みの部分でございますが、ここで

次のページになりますが、負担金補助及び交付金で先ほど歳入で分収林の分担金が入りまし

た、歳入が入りましたという話をさせていただきましたが、その分収契約をしている相手方、

地区との分収契約をしておりますので、その分収分をここで歳出で26万8,000円をお願いす

るものでございます。それと同時に、その下の積立金、森林環境整備の基金で本年度いただ

いた金額を全て使い切ることができないという部分がわかっておりますので、基金に積み立

てをしていきたいという考え方でございます。 

   続いて、林道費でございます。これにつきましては歳出見込みに伴う減です。林道維持費

についても同様です。 

   次の47ページでございます。 

   商工費、商工費の商工振興費384万8,000円の減でございます。これにつきましては、負担

金補助及び交付金のそれぞれの見込みに伴う減額という部分が大きな理由でございます。 

   観光費について838万円ほどの減額となっておりますが、大きなものといたしましては、

地域おこし協力隊の募集をしておりましたが４月から採用することができなかったという部
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分で報酬、共済費等の減額、それと同時に、次のページの工事請負費等で額の確定に伴う減

額210万円が大きなものでございます。 

   続きまして、次の49ページになります。 

   土木費、土木管理費の道の駅管理費については、見込みによる減です。 

   50ページです。道路橋梁費で道路維持費でございます。895万4,000円の増額補正をお願い

したいという部分でございます。これにつきましては、今回の大雪に伴いまして除雪作業員

の賃金、早朝からの除雪という部分が非常に多うございました。それと労働時間を超えての

除雪作業と言われるものも多く発生いたしましたのでその賃金の増額、並びに需用費のほう

で重機の燃料代、修繕費、機器等の修繕という部分で600万円ほどお願いしたいと。あとは、

使用料及び賃借料、これは重機の借り上げですが、機械等の借り上げを50万円ほどお願いし

たいと。今後融雪時には、除雪をして田んぼあるいは畑に落ちたものについてその雪を排除

しなければなりませんので、そういうものに伴う重機の借り上げがどうしてもことしの大雪

の部分で不足する部分がありますので、見込ませていただいたという部分でございます。 

   道路新設改良費386万円につきましては、見込みを立てさせていただきましての減額でご

ざいます。 

   続きまして、次の51ページになります。 

   河川費でございます。601万9,000円という部分でございます。工事請負費で600万円とい

う部分でございます。当初は竜蔵庵川の災害の復旧を単費でやろうと考えているわけですが、

これにつきましては災害のほうで対応できたというふうになりましたので、ここの600万円

を減額するものでございます。 

   続いて、都市計画費の下水道費につきましては、合併浄化槽の設置補助金についての減額

をお願いするものでございます。 

   続きまして、住宅費、公営住宅管理費につきましては、実績見込みに伴う委託料の減が大

きなものでございます。公営住宅整備等事業費につきましては、3,251万6,000円の減でござ

います。これにつきましても実績見込みに伴う減でございます。次のページで委託料、公有

財産購入費、補償補填及び賠償金と言われるものについてが大きな減額です。移転補償、こ

れが来年度の当初予算のほうで逆に、今回減額となっておりますので、当初予算のほうで計

上させていただいている部分が出てまいります。 

   消防費、消防費の非常備消防費については、実績見込みを出させていただきまして114万

円ほどの減額です。 
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   次の53ページ、消防施設費につきましては、工事あるいは備品購入の額確定に伴う減額が

大きな理由です。 

   防災費につきましても、それぞれの見込みあるいは額確定に伴う減額という部分でござい

ます。 

   広域消防費につきましても、広域消防の負担金あるいは柳津の出張所の脇の駐車場の整備

の額が確定しておりますので、それに伴う減額という部分が大きな理由でございます。 

   次のページ、教育費になります。 

   教育費の教育総務費、事務局費につきましては見込みでございます。その中で需用費につ

きましては、若干補正をお願いしたいという部分でございます。消耗品のほうで35万9,000

円ほど増額をお願いしたい。これは三島町との給食センターの関係での需用費を若干持って

いたい、調整分として持っていたいという部分がございましたので、ここでとらせていただ

いたという部分でございます。 

   続きまして、次の55ページでございます。 

   小学校費の柳津小学校管理費、西山小学校管理費、あとは柳津中学校の管理費に出てまい

りますが、全ての学校で実は需用費の補正がございます。需用費の補正につきましては、今

年度非常に雪がありまして寒い日が続いたという部分がありますので、どうしても燃料が非

常に多くかかったという部分でございますので、各学校需用費の燃料費の補正が、逆に増額

補正が出てまいります。それ以外については、今後の執行残あるいは額確定に伴う減を全て

で行っているところでございます。施設管理費につきましても見込みについてやっている、

振興費につきましても見込みで減額をしております。 

   56ページの柳津中学校管理費から次のページの西山中学校教育振興費につきましても、同

様に見込みを立てさせていただいて減額をしているところでございます。 

   58ページの統合中学校につきましては、財源補正という部分でございます。 

   続いて、58ページの社会教育費の社会教育総務費でございます。見込みに伴う減です。公

民館費、活性化施設につきましても同様でございます。 

   59ページをお願いいたします。 

   美術館管理費でございます。減額150万円となっておりますが、ここで増額が職員手当、

超過勤務手当でございます。これにつきましては、おわかりのとおり「ムンク×斎藤清」展

というものを実施しました。それに伴います職員等の超勤の部分が非常に出まして、代休等

で休めないという部分が発生いたしておりました。それを今回職員の超過勤務手当という部
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分で増額をお願いしたいという部分でございます。それと19節の負担金でございますが、入

居負担金につきましては、当初は公営住宅に入る予定をしておりましたが、先ほど歳入のほ

うで申し上げましたが、旧医師住宅のほうに入ったという部分でございますので、その差額

分について今回負担金として増額をお願いしたいという部分でございます。 

   美術館事業費につきましては、93万円ほど増額をお願いしたいという部分でございます。

これにつきましては、美術品の購入費、当初予算で50万円を持っておりますが、今回柿の会

津と言われる作品と六月の鎌倉という２つの作品、片方が68万円、片方が75万円という部分

でございますが、それについて購入をしたいということでございましたので、１回それを流

すとなかなかその作品を購入できないという話がございましたので、その２つの作品を購入

するための93万円の増額補正をお願いするものでございます。 

   次のページ、保健体育費、保健体育総務費でございます。執行見込みに伴う減額です。 

   学校給食費でございますが、1,291万3,000円という大きな部分でございますが、これにつ

きましても工事請負費あるいは委託料と言われるもの、備品購入費あるいは補償補填と言わ

れるものに伴う見込みに伴いましての減額でございます。 

   61ページになります。運動公園管理費につきましては、工事請負費の額確定に伴う減額が

大きな理由でございます。 

   災害復旧費、農林水産施設災害復旧費については、委託料の皆減でございます。現年林業

施設災害復旧費については110万7,000円ほど見込みによる減額です。 

   次のページ、公共土木施設災害復旧費につきましても、災害復旧工事の額確定に伴う減額

です。 

   町単につきましては財源補正、公債費につきましても財源補正でございます。 

   予備費につきましては、今回1,930万1,000円を減額して予備費総額として2,612万2,000円

としたいという考えでございます。 

   67ページをお願いいたします。 

   議案第２８号「平成２９年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算（第１号）」でござい

ます。 

   328万7,000円を減額して、歳入歳出それぞれ６万3,000円とするものでございます。これ

につきましては、歳入歳出ともに分譲区画１区画の売り払いを見ていたというところでござ

いますが、売り払いが見込めなかったことに伴う歳入歳出補正という部分でございますので、

内容については細かく説明は省かせていただきたいと思います。 
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   続いて、75ページをお願いいたします。 

   議案第２９号「平成２９年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）」でござい

ます。 

   事業勘定の歳入歳出それぞれ69万6,000円を追加して、総額として６億1,199万9,000円と

するものでございます。施設勘定につきましても246万5,000円を追加して7,370万5,000円と

するものでございます。 

   81ページをお願いいたします。 

   事業勘定の歳入の国民健康保険税につきましては、全て今の被保険者数等について計算を

させていただいて見込みという部分でございます。一般被保険者保険税並びに退職被保険者

国民健康保険税につきましては、一部の掛け額の増がございますが、ほとんど減額という部

分で見込ませていただいているところでございます。 

   82ページをお願いいたします。 

   国庫支出金の国庫負担金でございます。療養給付費負担金につきましては、見込みの増額

に伴います241万7,000円の増という部分でございます。見込みと言いましても、補助金申請

をしている部分での見込みの増という部分でございますので、歳出部分での見込みの増とい

う部分ではございません。続きまして、高額医療費並びに特定健診につきましては、実績見

込みに伴う減額でございます。 

   次に、83ページになります。 

   財政調整基金でございます。財政調整基金につきましては、369万7,000円ほどの見込みの

増となったところでございます。この見込みの大きな増の理由といたしましては、診療所の

屋根の塗装等をやっておりましたが、その時期が少しおくれたために、当該年度でこの財政

調整基金を受け入れることができなかったという部分で、本年度にその部分についての調整

金が入ってきたという部分での増額でございます。 

   県支出金、県負担金でございます。これにつきましては見込みによる減です。 

   県補助金につきましては、子どもの医療費助成事業市町村国保運営支援事業補助金、新規

で今回とれた補助金でございます。33万5,000円の新規として見込まれているものでござい

ます。 

   次の84ページにつきましては、共同事業交付金という部分で、高額医療費につきましては

見込みの増、保険財政共同安定化につきましては減額という部分でございます。 

   84ページ、繰入金でございます。一般会計繰入金につきましては、まず保険税のほうで、
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税が先ほど大分落ちましたが、要は保険税の税額分についての繰入金という部分でございま

す。これは軽減がありますので、軽減に伴う一般会計の繰り入れという部分でございます。

それと、そこから下については職員の分、あるいは出産についての減額を見込んでおります。

財政安定化については、一応増額部分が若干ございましたので、それで１万円でございます。

その他につきましても、子どもの医療費の部分の減額を歳入で見込んでおります。 

   次の85ページにつきましては、特定健診の受益者納付金という部分で、一応見込んでおり

ました人数が少し減りましたので、その分の１万4,000円の減額でございます。 

   歳出でございます。 

   86ページ、総務管理費でございます。一般管理費につきましては見込みによるものでござ

います。先ほど一般会計で申し上げました共済費、社会保険料であるとかそういうものにつ

いて若干増額が共済費のほうでも出ております。 

   徴税費、次の運営協議会費につきましては、見込みによる減です。 

   87ページをお願いいたします。 

   87ページから療養給付費になります。療養給付費につきましては、今後の見込みを立てさ

せていただきまして一般療養費の減額という部分で上げさせていただきました。あとは財源

補正という部分でございます。 

   次の一般被保険者高額療養費につきましても、見込みという部分で減額をさせていただき

ました。 

   88ページになります。 

   出産育児諸費につきましても、見込みを出させていただいて126万円の減です。葬祭諸費

についても同様の考えです。後期高齢者支援金等については、財源の補正でございます。介

護納付金につきましても、同様の考え方で給付費の見込みの減です。 

   次の89ページでございます。 

   共同事業拠出金につきましても、見込みに伴います減額という部分でございます。 

   保健事業費の特定健康診査等事業費でございますが、これにつきましても見込みに伴いま

す事業費の減と言われるものでございます。 

   次の90ページにつきまして、へき地診療所、先ほど歳入で診療所の部分で受けましたとい

う話をしました。屋根の分で多くもらいました。それを施設勘定のほうに繰り出しをすると

いう部分での387万2,000円でございます。 

   予備費として、1,028万1,000円増額して予備費総額として1,368万円を置きたいという部
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分でございます。この会計について予備費が多くなってございますが、これにつきましては、

赤字補塡という部分の一般会計繰入金がございましたので、それを戻すのではなくて、予備

費として翌年度に繰り越しをして翌年度のほうで調整をしたいという考え方で予備費を多く

持たせていただきました。 

   96ページをお願いします。 

   施設勘定でございます。施設勘定につきまして、診療収入につきましては、全て見込みを

立てさせていただきましてそれに伴う減額でございます。 

   繰入金につきましては、先ほど事業会計でご説明した額の繰り入れを見込んでおります。 

   次の97ページです。歳出になります。 

   総務費につきましては、ここも共済費で３万7,000円ほど増額をお願いする、それ以外に

ついては見込みに伴う減額です。 

   予備費について328万9,000円の増額をお願いしたいという部分で、予備費総額581万1,000

円と見込ませていただいております。これについても翌年度の繰入金で調整をしたいという

部分で予備費をそのまま置かせていただきたいという考え方でございます。 

   99ページをお願いします。 

   議案第３０号「平成２９年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）」でござ

います。 

   歳入歳出それぞれ34万5,000円を追加して、4,925万9,000円とするものでございます。 

   104ページをお願いいたします。 

   歳入でございます。 

   保険料でございます。保険料につきましては、特別徴収並びに普通徴収につきましては、

額の今後の見込みに伴います 終的な増を見込んでございます。 

   諸収入につきましては、延滞金の部分で広域連合のほうから実は返ってくる部分でござい

ます。下の償還金及び還付加算金についても同様でございます。これにつきましても、８万

4,000円の保険料還付金と還付加算金の2,000円という部分で発生します。 

   次の105ページになりますが、歳出でございます。 

   歳出では、広域連合のほうに、先ほど歳入のほうで保険料が少しふえてございますので、

それに伴う負担金の増を見込んでおります。諸支出金で、先ほど歳入で見させていただきま

したものを今回歳出のほうで増額をさせていただきまして、対象者２名でございますが、実

は平成24年度分の保険料の算定の部分で少し違っていたという部分で還付が発生したという
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部分でございますので、それを歳入で受けて今回歳出で対象者の方に還付加算金をつけてお

返しをしていくという部分でございます。それは広域連合から返ってくるものをそっくり出

すという部分でございますので、町として加算するものではございません。 

   予備費については、７万3,000円の増額をお願いするものでございます。 

   次のページでございます。 

   議案第３１号「平成２９年度柳津町介護保険特別会計補正予算（第５号）」でございます。 

   5,676万5,000円を減額し、５億3,592万7,000円とするものでございます。 

   続いて、111ページをお願いします。 

   歳入でございます。 

   保険料につきましては、今後の見込みを立てさせていただきまして15万1,000円ほどの増

額を見させていただきました。国庫支出金からずっと減額となってございますが、給付費の

見込みを立てさせていただきました。それに伴います減額という部分でございます。 

   次のページ、歳入で一般会計繰入金でございますが、これにつきましては、給付費の見込

みの増に伴いまして一般会計からの繰り入れの増となるものでございます。 

   基金繰入金でございます。当初1,000万円の基金繰入金の予定してございましたが、給付

費の減額が歳出のほうで出てまいりますので、今回基金の取り崩しをしなくても給付費につ

いては賄えるという部分でございますので、基金の取り崩しをやめたいという部分での

1,000万円の減でございます。 

   次のページから歳出になります。 

   総務費、総務管理費につきましては、今後の見込みという部分での減額補正でございます。 

   介護認定審査会費につきましても、見込みに伴います減額です。 

   次の116ページからでございますが、ずっと今後の見込みに伴う給付費の減額補正という

部分で、介護サービス等諸費、高額介護サービス等費、次の117ページの特定入所者介護サ

ービス等費、介護予防サービス等諸費、次の118ページにいきまして全て減額となってござ

います。 

   続きまして、地域支援事業費の包括的支援事業・任意事業費につきましても、一番上のケ

アマネジメントについては財源補正でございますが、任意事業、次の119ページの認知症総

合支援事業につきましても見込みに伴う減でございます。 

   続いて、119ページの介護予防・生活支援サービス事業費につきましては、介護予防サー

ビスについては８万9,000円ほど減額でございますが、ケアマネジメントの事業につきまし
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ては20万1,000円の委託料の増額をお願いしたいという部分でございます。認定請求という

部分でのケアマネジメント事業をされる方が多くいらっしゃるという部分でございます。 

   続きまして、次の一般介護予防事業費でございます。一般介護予防事業費につきましても、

見込みを立てさせていただきましての減額となったところでございます。 

   120ページをお願いします。 

   予備費といたしまして153万2,000円の増額という部分でございます。予備費総額1,914万

6,000円となっていますが、これにつきましても、次年度の繰り越しの部分で基金繰り入れ

とかそういうものを考慮するために予備費という部分で多く見させていただいております。 

   122ページをお願いします。 

   議案第３２号「平成２９年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）」でござい

ます。 

   464万9,000円を減額して、３億9,150万9,000円とするものでございます。 

   127ページをお願いいたします。 

   歳入でございます。 

   分担金及び負担金でございます。加入につきましては、水道加入の実績並びに実績見込み

という部分での１件分の増額でございます。 

   使用料でございます。簡易水道使用料につきましては、現年度、前年度滞納繰越分につい

ては実績見込みに伴います減額補正をお願いするものでございますが、滞納繰越分につきま

しては、先ほど一般会計の固定資産税の部分で歳入で多く見させていただきました。滞納繰

越分で見させていただきましたが、ここも同様に、同じ方なんですが滞納があったんですが、

今回全ての滞納額の整理をしたという部分での確定額でございます。滞納繰越分の歳入確定

に伴います増額でございます。 

   続いて、手数料でございますが、検査手数料の増額１件分でございます。 

   128ページについては繰入金でございます。一般会計繰入金並びに簡易水道基金繰入金に

つきまして、それぞれ減額をしたいという部分でございます。 

   歳出でございます。 

   129ページ、簡易水道事業費でございます。490万6,000円ほどの減額をするわけでござい

ますが、本年度につきましてはメーター器の交換という部分が非常に大きな事業としてござ

いました。それに伴います原材料費と言われるものの購入、メーター器でございますが、そ

れについて実質的に購入したところ請け差が発生したという部分で、原材料費で332万3,000
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円という大きな減額が発生しているという部分でございます。 

   次の130ページになります。 

   公債費でございますが、これにつきましては財源補正という部分でございます。予備費で

25万7,000円の増額をしたいという部分でございます。 

   次のページでございます。 

   議案第３３号「平成２９年度柳津町町営スキー場特別会計補正予算（第３号）」でござい

ます。 

   44万4,000円を減額して、歳入歳出それぞれ325万9,000円とするものでございます。 

   136ページをお願いいたします。 

   一般会計繰入金の44万4,000円の減額です。 

   次のページ、歳出をお願いいたします。 

   歳出で大きな理由といたしましては、使用料及び賃借料、土地賃借料につきまして、当初

予定しておりました方、１名の方から本年度の土地使用については要らないという部分で、

次年度以降については土地を町のほうに寄附いたしますというふうになってございますので、

それに伴います土地の賃借料の減額という部分でございます。 

   続きまして、次のページになります。 

   議案第３４号「平成２９年度柳津町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）」でご

ざいます。 

   歳入歳出それぞれ71万円を減額して、総額といたしまして8,796万8,000円とするものでご

ざいます。 

   143ページをお願いいたします。 

   歳入でございます。 

   分担金及び負担金でございます。加入負担金につきましては、実績に伴います34万6,000

円の増額でございます。加入実績、当初51万8,000円で見込んでおりましたが、実績値とし

て今現在86万4,000円の加入の金額が入ってございますので、その差額分の補正をお願いす

るものでございます。 

   使用料及び手数料につきましては、延滞金の部分での使用料、前年度分の減額、滞納繰越

分については、実際増額になっておりますので4,000円分を増額するものでございます。手

数料につきましては、１万円見込んでおりましたが、本年度については手数料はございませ

んでした。 
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   次の144ページです。 

   繰入金でございます。一般会計繰入金につきましては75万3,000円の減額、基金繰入金に

ついて23万円の減額を見させていただきました。 

   続きまして、145ページでございます。 

   歳出でございます。 

   施設管理費につきましては、共済費の追加補正4,000円をお願いする以外につきましては、

見込みを立てさせていただきましたことに伴う減額でございます。 

   次のページをお願いいたします。146ページでございます。 

   積立金で34万6,000円でございます。これにつきましては、先ほど歳入で加入金という部

分で34万6,000円がふえてございます。加入金については、全て基金のほうに積み立てをす

るという考えを持ってございますので、34万6,000円を今回歳出のほうで見させていただき

ました。 

   148ページをお願いいたします。 

   議案第３５号「平成２９年度柳津町下水道事業特別会計補正予算（第６号）」でございま

す。 

   歳入歳出172万9,000円を減額して、総額7,337万3,000円とするものでございます。 

   153ページをお願いいたします。 

   歳入でございます。 

   分担金及び負担金でございます。負担金で公共下水道の加入負担金、当初見込んでおりま

した件数よりも見込みが減額となったという部分で34万5,000円の減額をさせていただくも

のでございます。使用料につきましても、同様に使用料の今後の見込みと現在の実績等を踏

まえまして減額をお願いするものでございます。基金繰入金につきましても、14万円につき

ましては歳出での事業費に見込んでいたものの額確定に伴う繰入金の減額でございます。 

   次の154ページをお願いします。 

   歳出でございます。 

   総務費の施設管理費でございます。それぞれ需用費から公課費まで見込みを立てさせてい

ただきましての減額となったところでございます。次の155ページ、予備費につきましては、

64万6,000円の減額とさせていただいたところでございます。 

   次のページをお願いいたします。156ページでございます。 

   議案第３６号「平成２９年度柳津町簡易排水事業特別会計補正予算（第２号）」でござい
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ます。 

   歳入歳出それぞれ60万9,000円を減額して、総額として209万3,000円とするものでござい

ます。 

   161ページをお願いいたします。 

   歳入でございます。一般会計繰入金の減額です。 

   次のページ、歳出になります。 

   需用費から委託料まで、それぞれ今後の執行見込みを立てさせていただきまして減額によ

るものでございます。 

   次のページです。 

   議案第３７号「平成２９年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）」でご

ざいます。 

   歳入歳出それぞれ19万5,000円を減額して、総額622万6,000円とするものでございます。 

   168ページをお願いいたします。 

   歳入でございます。 

   分担金及び負担金の部分で加入負担金、本年度１件を見込んでおりましたが、加入見込み

がないという部分でございますので１件の減額をお願いするものでございます。繰入金とい

たしまして、一般会計からの繰入金２万3,000円の減となったところでございます。 

   次の169ページ、歳出になります。 

   総務費の施設管理費という部分で歳出見込みを立てさせていただきました。それに伴いま

す減額でございます。公債費につきましては、財源補正となったところでございます。 

   以上、11会計につきまして補正内容についての補足説明とさせていただきます。 

   よろしくお願いいたします。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   ここで暫時休議をいたします。 

   再開は11時25分といたします。（午前１１時１２分） 

○議長 

   議事を再開いたします。（午前１１時２５分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 
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   これより質疑を許します。 

   ９番、田﨑為浩君。 

○９番 

   それでは、２点ほどお伺いいたします。 

   まず１点は、きのうの一般質問での再質問にも関連しますけれども、ページで言いますと

38ページの予防費の委託料についてですが、確認なんですけれども、きのう町民課長はこの

予防接種の400万円は、ある程度確定もありますけれども、これから支払いもある程度残っ

ていて若干増減するということですけれども、もうこの時期になりますと支払いが残ってい

るものだけで、あえてこれから予防接種ということはないような気がするんですが、その辺

の説明をもう一度いただきたいということと、58ページなんですが、社会教育費、社会教育

総務費の負担金補助及び交付金で徳一菩薩研学敷衍の会負担金が落とされておりますけれど

も、これは大変いい事業、たしか柳津町と湯川村さんと磐梯町さんといろんないい形で講演

会とかやっていたものの母体だと思うんですけれども、これが減額されたということはこの

組織が今どうなっているのか、その辺も含めていきさつも教えていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   まず、 初に町民課長。 

○町民課長 

   ご説明いたします。 

   昨日、がんを含めた検診委託料につきましては530万円ほどということで、中身につきま

して、大きいところが予防接種の委託料で未払いという話で不適切な発言がありまして申し

わけありませんでした。実は未払いではなくて、検診と予防接種につきましてもやはり年間

３回なり４回受けられる方が、途中から生まれたり何かした関係で減ってしまうということ

で、未払いではございません。未請求のものがございます。それで、その分につきましては

支払い見込み等をして計上しているところでございます。今回の補正につきましても、それ

を見込んで不用残分だけ上げたものでございますので、大変説明が不適切で申しわけありま

せんでした。よろしくお願いします。 

○議長 

   ９番、田﨑為浩君に申し上げますが、今の答弁でよろしいんですか。400万円の赤字の中
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身は、残額の中身はいいのですか。よろしいですか。 

○９番 

   中身は成果説明書で見ていますけれども、もう一つの答弁、もらえるんでしょう。 

○議長 

   はい。 

   では、次に公民館長。 

   答弁を求めます。 

○公民館長 

   おただしの徳一菩薩研学敷衍の会の負担金ですが、磐梯町のほうで事務局を行っておりま

して、磐梯町長のほうで会長さんを務めていただいておりまして、１月ですか、磐梯町の事

務局のほうから活動については一度休止していただきたいという旨のご連絡がありまして、

平成29年度については活動がなかったということで今回負担金をいただかなくて結構ですと

いうことで了解をしてくださいというご連絡がありまして、平成29年度については一度活動

を休止するという旨のお話でした。 

   以上です。 

○議長 

   ９番、田﨑為浩君。 

○９番 

   まず、その403万円ですか、これからはもう使わないということなんですが、翻って、次

年度の平成30年度の当初予算を見ますと、予防接種で1,257万円ほど上がっておりますけれ

ども、今回これだけの不用残を出しながら、もちろん予防費も含めて委託料を全てを含めて

なんですが、昨対でほとんど変わらないわけですけれども、この予算を算出した根拠は、受

診率も含めて限りなく100％受診してもらうということを目指しての予算設定だと思います

けれども、なおその考え方をもう一度教えていただきたいということと、徳一菩薩、これは

たしか町長は副会長か何かされていると思うんですが、首長さんたちで組織していると思う

んですが、これから丑寅まつりも控えていますし、何らかの形でこれは続けることが柳津町

の観光振興にも寄与するものだと私は思っているんですけれども、町長のお立場でこれをど

んなふうにもっていけば町の振興につながるのかどうか、この組織も含めてお考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長 
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   では、まず町民課長。 

   説明を求めます。 

○町民課長 

   お答えいたします。 

   今年度400万円落とすという形で実績がございます。あと、ほかの検診等につきましても、

単価の改正とか受診率の見直しということで考えております。予防接種につきましては、来

年度につきましては200万円ほどその実績等を見ながら削減するという形で計画しておりま

す。 

   以上でございます。 

○議長 

   次に、町長。 

○町長 

   田﨑議員にお答えをいたします。 

   私も副会長の立場でありますが、この敷衍の会には２つの組織がございます。それで、片

方は積極的な活動をやっているんですが、敷衍の会は少し特異な分野でやっているものです

から、なかなか組織としての活動が見えないということでありますので、その辺で徳一菩薩

を交えた一つの会が２つあるということで敷衍の会の活動がことしはなかったということで、

この予算が落とされたということであります。 

   そしてまた、組織も、この前は湯川村さんが事務局をやり今磐梯町がやっております。輪

番制でやろうということで、柳津町も恐らく事務局が回ってくるということもあると思いま

すが、この会がなくなるわけではありませんので、それについては今議員がおただしのよう

に近々、平成33年、34年が丑寅になりますから、それらも契機として私たちも話し合いをし

ていきたい、そのように思っています。 

○議長 

   ９番、田﨑為浩君。 

○９番 

   今、手元に平成28年度の主要の成果説明書の中で予防接種事業があるんですけれども、接

種率ですが本当に高いところは九十六、七％から低いのは30％と随分と上下差があるんです

けれども、これをなるべくしっかりと試算をして対象者をきちんと明確にして、予算を立て

た以上限りなく100％に近づけることが、やはり早期発見早期治療にもつながりますし、そ
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の辺を再度徹底してやっていただくことをお願いをいたします。答弁は結構です。 

   あと、敷衍の会ですけれども、先ほども申し上げましたけれども、丑寅まつりもまた控え

ておりますし、ご存じのように、磐梯町は大変神社仏閣を整備しておりますけれども、ほと

んど文科省からの100％の補助事業であれだけの整備をしているわけですから、いずれもし

も事務局が回ってくるとなれば町長が会長をされるということですので、せっかくの組織で

すから、なくすのは簡単ですが生かすことを考えて、それを町の観光振興、地域振興に結び

つけていただくようなことを、尽力していただくこともあわせてお願いをして質問を終わり

ます。答弁は結構です。 

○議長 

   ほかにございませんか。 

   ５番、田﨑信二君。 

○５番 

   私は33ページと37ページについて質問させていただきますが、まず33ページの民生費の社

会福祉総務費の中で、減額なんですが介護職員初任者研修の資格取得費補助金ということで、

誰も申し込みがなかったということなんですが、実際に介護の仕事の内容を見ますとかなり

厳しいような状況でございまして、今後、いろいろ話なり聞いてみますと、なり手がいない

というような状況でございまして、また、ご存じのとおり、野老沢にある福柳苑関係につい

てもなかなか募集をかけてもいなかったという経過がございます。そういう中で、今現在、

柳津町にいる介護福祉に携わっている方々は何名ぐらい今いるのか。それから、年齢的にも

かなりの、失礼ですが年齢が上がってきているかと思うんですが、再度そういう中で今後ど

ういうふうに、町としてただ補助金を出していくだけでいいのか。それとも、福祉協議会等

にお願いするのか。その辺の考え方をお聞かせ願いたい。 

   あと、37ページですが、昨年度保健衛生総務費のＡＥＤ関係、これは同僚議員からも質問

なりあったわけですが、実際これもどこの地区からも申し込みがないために減額だというふ

うに捉えるのですが、このＡＥＤの設置、当初の考え方というのは、多分町で購入して申し

込みがあった地区へ貸し出しするようなことで契約を結んでいたと思うんですよね。実際に、

その当初のを受けている地区については、年数的にもかなりたって、パットそれから電池に

ついては、実際自分のほうの地区で経費として見て交換なりするんだというふうに前回話を

聞いているんですが、その期限というのが多分あると思うんです。もう完全に切れた場合、

どういうふうになっているのか。ただ、前回もいろいろ話を聞くと、各地区においては、パ
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ット購入なり電池の交換するのにかなり地区の経費を費やさなければならないために、新た

な地区の申し込みがないんだというような課長の話も受けていましたので、その辺どういう

ふうに考えて今後進めていくのか。公共施設関係についてはＡＥＤはかなり入っているんで

すが、各地区においてはほとんどないような状態だと思うんですよね。ですから、その辺を

踏まえて今後の考え方、ただなくしてしまっていいのかというふうに私も思うんですが。 

   以上です。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   町民課長。 

○町民課長 

   お答えします。 

   介護職員の初任者研修課程資格取得ということで今年度まで15万円限度という形でとって

おります。これにつきましては、両沼厚生会とほかの事業所にも聞いたところ、ある程度人

材確保のために、初任者でなくてその上のほうまで補助されているということでございまし

たので、柳津町はここ三、四年、ちょっと実績がないままずっと来ているわけなんですが、

ある程度役目は終わったのかということで、平成30年度からはその分につきましては取り下

げるような形でしております。 

   ＡＥＤ、自動体外式除細動器の購入でございます。震災もあって国のほうからいろいろ補

助がございまして、地区に依頼して要望をとりましてＡＥＤを設置したところでございます。

その後、使用頻度とか地区によっては契約上、当初町から設置しますということでございま

すが、その後の維持管理につきましては、地区で負担していただきたいということでお願い

したところでございます。その後、実際実施したところもございますが、やはり地区として

も負担が大きいので難しいという話でございました。今年度につきましてはＡＥＤの要望が

ありませんでしたので、ある程度柳津町についても施設等いろいろ集まるところにつきまし

てはＡＥＤを設置しておりますので、それで対応していきたいと考えております。 

   介護職員の人数につきましては、今手元に資料がございませんので、後からご報告したい

と思います。 

○議長 

   もう１件、町民課長、ＡＥＤの使用期限についてはどのような取り扱いをしていますか。 

○町民課長 
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   済みません。お答えします。 

   ＡＥＤの期限につきましては、おおむね５年から長いところは七、八年、その間バッテリ

ーの交換、あと使用した場合とか、つけるパットの分を交換したいという形であります。平

均的には七、八年かと思いますけれども、その中で交換なり、交換しないとあと使えないと

いう状態になると思います。手持ちに資料がないので、後からまた訂正があればご説明した

いと考えております。 

○議長 

   ５番、田﨑信二君。 

○５番 

   福祉職員については、私の勘違いかもしれませんが、福祉職員か、それとも今は名前が変

わりましたがホームヘルパー、この方が高度な資格を持っているというふうに今ちょっと聞

きそびれたんですが、２級とか３級ぐらいの方が今現在各家庭とかそういうところに携わっ

ているのではないかと思うんですよね。年齢的にも私が見た感じでは50代、60代、60代の方

が多いのかな、そういうふうに捉われるんですが。将来的にどうなるのかとちょっと不安が、

あと５年後になったら柳津町にそういう方がいなくなると、自動的に施設に入りなさいよと

いうふうに町のほうで勧めていくのか。その辺を私は実際聞きたかったものですから、もう

少しこの資格の制度、補助制度をおいて解決させたほうがいいのではないかと思って質問し

たわけです。 

   ＡＥＤについては、平均、ならして７年から８年ぐらいの期間だと言いますが、一番古い、

初に入った地区のものは多分もう切れるころになっているのではないかと。万が一切れた

場合、各地区で対応しないでそのままにしておいて万が一何かあった場合、それを利用して

動かなかったという場合、町で貸し出ししているんだよというふうになったら町のほうでど

ういう対応をするのか、その辺を私は心配しているんですよ。 

   以上です。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   ＡＥＤにつきましては、地区のほうに無償貸与ということで行っております。その維持管

理につきましては、地区のほうでお願いしたいということでやっているところでございます。 

   以上です。 
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○議長 

   ５番、田﨑信二君。 

○５番 

   では、契約を結んでいると思うんです。契約書というのは、お互いに地区と町で保管なり

しているわけですよね。各地区の長なり区長さん方、この内容をわかっているはずですよね、

多分。無償で受けたんだよと。早く言えばもらったということですよね、簡単に言えば。す

ると、ほとんど町で買って与えたので、その後は全部各地区で見なさいよ、責任もとりなさ

いよと、万が一あったら。すると、期限が切れたものはその辺に置いても別に問題ないと。

ただ、そういう場合、使ってはならないですよという指導は、町としてするべきではないの

かなと。期限が切れた場合。その辺徹底していただきたいと。 

   以上です。 

○議長 

   回答は。 

○５番 

   いいです。 

○議長 

   ５番、田﨑信二君に申し上げますが、 初のヘルパーさんの人数、年齢、まだ町民課長の

手元にはないということですので、後ほど回答するということでよろしいですか。 

○５番 

   はい、結構です。 

○議長 

   では、町民課長、後ほど回答するように。 

   次に、６番、小林 功君。 

○６番 

   私は、24ページの雑入の中で、資源回収品の売上金ということで70万円増額になっており

ます。通常、人が生活をしていく中で、資源物であったり廃棄物というのは早々毎年毎年量

がふえたり減ったりというのは余りないものであって、これだけの金額がふえるということ

は、資源の買い取りといっても鉄でも紙でも相場があるものですから、その買い取り価格が

極端に上がったのかどうか、その要因をまずお伺いしたいということが１点と、29ページの

総務費の中の諸費、設計委託料298万6,000円減額されているわけですが、防犯カメラの設置
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についての設計委託料だという説明をいただきました。これは設計委託しなくても庁内で話

し合いをして相談をして決めたので使わないで済んだということだと思うんですが、実際庁

内でどういった形で協議をされたのか。決定した経緯、そういったことをお伺いしたいと思

います。 

   それと、42ページになりますが、農業振興費の中の負担金補助金及び交付金の一番下、担

い手確保・経営強化支援事業補助金ということで、470万円上がっていますけれども、これ

について必要性とか制度内容について詳しく説明をいただきたいと思います。 

   次に、55ページになりますが、55ページ以降と言ったほうがいいのか、教育費の中で各学

校の用務員業務委託料が軒並み減額されているんですが、これはどういう理由で減額された

のかということ。 

   そして、 後になります。特会の土地取得事業特別会計、これは結局、今回売り払いの収

入が減額ということで補正が上がっていますけれども、実際のところ分譲売却できる区画と

いうものはあるのかどうか、いろんな支障があるとすればそれはどんなものなのかというこ

とを含めて説明をいただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長 

   では、24ページ、資源回収について説明を求めます。 

   町民課長。 

○町民課長 

   資源回収の売上金についてご説明いたします。 

   今現在、70万円ということで増額しております。これにつきましては、毎年金額が変わる

ことでございます。今、議員おただしのとおり、ことしは再生するような金属につきまして

は値段が高いということで、今年度につきましては250万円ほどの収入になります。その分、

いつも200万円程度でございましたので、今年度につきましては、たまたま単価が高く回収

もよかったということで金額が上がっております。 

   以上でございます。 

○議長 

   次に、29ページ、委託料。 

   総務課長。 

○総務課長 
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   お答えいたします。 

   この委託料につきましては、実際防犯カメラという部分で、実は町が今各施設に点検とい

う部分で不審者が侵入した場合とかそういう部分で委託をしている業者があります。それ以

外にもう１社、実は会津管内にそういうやっている業者がございますので、その２業者しか

基本的には防犯カメラとか設計をしようとしたときに関連する業者がないという部分でござ

いましたので、実質的にその業者さんと担当のほうで話をさせていただきまして、見積もり

を徴しながら設計というものについて協議をしてきたという部分でございます。実質的に支

援機構とかを頼んで設計という部分も考えていたわけですが、そこまでしなくても、基本的

に入札の方法については両方から出た安い単価というものを採用しながら設計を組んで実施

できるのではないかという考え方で進ませていただいて、現在ある程度もう金額は固まって

来年度当初予算でお願いをしているところでございますけれども、実質的には 初は全て町

か何かと業者さんを直につないでやろうということをやっていたわけですが、そこまではや

はり必要ないだろうという部分で金額を大分落としております。 

   初の見積もりは、業者からの見積もりを２社からとっているのですが、5,000万円以上

の金額が出てまいりました。とてもそれを５年間の中で繰り出すことはできないという部分

で、機器等を実質的には町で購入をして、それで今度はインターネットとつないで町のどこ

かのパソコンで確認できるというようなシステムにしたいという部分で構築をさせていただ

いたという部分と、ただ、１カ所につきましてはなかなかそれができない部分がありますの

で、それにつきましては、１週間とか２週間ぐらいのミニマイクロＳＤ等を入れておいてそ

こに録画をし、それを取り出してきて見ていくという形になるというようなシステムを考え

ているという部分で今考えています。 

   それとあわせてですが、この防犯カメラの中で、来年度当初予算で出させていただいてい

るんですが、防災という観点で河川の定点カメラをこれで一緒に入れたいという部分も考え

ています。支所地区で３カ所、豪雨等になったときに水位が上昇して危険になる住居がある

という部分で、大成沢地区と温泉街と湯八木沢地区の３カ所に定点カメラをつけて河川の状

況を観察したい。今ですと、現地に誰か職員なりあるいは消防団とかに行ってもらってやっ

ているという部分がありますので、それは定点カメラをつければある程度いいかというふう

に思っています。それと、県のほうでもいろんな組織をやっておりますので、その中で水位

計をつけてくださいませんかというお願いは申し込みをさせていただいております。同じよ

うな場所について、あと銀山川についても申し込みをさせていただいているところです。銀
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山川については、定点カメラをつけなくても近いのである程度見られるだろうという部分で

今回カメラには入れていないという部分です。 

   そのような考え方の中でしたので、積算等については、想定していた支援機構等を使わな

くてもできるという判断のうちでこのような形で減額をさせていただいているという経緯で

ございます。 

   以上でございます。 

○議長 

   続いて、42ページ、経営支援について。 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   42ページの担い手確保・経営強化支援事業の中身でございますが、総務課長からの説明も

あったとおりでありますが、国の補正予算ということで昨年の12月末に追加の要望というこ

とで町のほうに来ております。その中で１法人が規模拡大ということで、水稲とトマトをや

っているんですけれども、そちらのほうの規模を拡大していきたいということで、トラクタ

ーとロータリーのほうを要望したいということで１月に町で申請をしておりましたところ、

２月22日に採択となったということで、今回補正を計上させていただいたんですが、受注生

産ということもありますので、年度内の納品は難しいということで繰り越しの事業でござい

ますが、先ほど総務課長からもあったように、ポイントによりましてその採択ラインがござ

います。今回、その法人につきましては12.5ポイントをとっておりまして、採択ラインが12

ポイントでございますので今回採択となっております。そのポイントの配分の基準というこ

とでありますが、面積の拡大とか農産物の付加価値化、経営の効率化、法人であること等々

がありまして、そういったものでポイントを稼いで今回採択となったものでございます。 

   以上であります。 

○議長 

   続いて、55ページ、用務員の減額について。 

   教育課長。 

○教育課長 

   お答えいたします。 

   この用務業務ですけれども、こちらにつきましては、平成28年度にさかのぼりますが、本

来委託という形で外部の一番安いところにという形式でやってまいりましたけれども、この
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部分というのは、用務業務、町でこれだけでできるんだよという基準の額がありますけれど

も、それに上乗せがあります。その分どうにかできないかということも検討した中で、平成

29年度、当初予算につきましては外に出すという委託の部分で見させていただいていました

が、調査しましたところ、近隣町村には直接その本人と委託をしてその部分のない計上で契

約をしているという内容も確認できたことから、平成29年度につきましては個人との契約と

いうことで行わせていただき、この金額差について発生したものでございます。また、続け

てではなくて、夏休みとか冬休みについては休んでいただくなどの対応をもって金額が減と

なったものでございます。 

   以上です。 

○議長 

   後に、土地取得事業について。 

   建設課長。 

○建設課長 

   お答えいたします。 

   下平分譲につきましては、残り３区画ありますけれども、２区画につきましては、高低差

の関係で直接道路に接しておりませんので、それで今現在排雪場所として使用しております。

残り１区画につきましては、土質の関係もありましてそれは調査が必要かと思いますが、

初に申し上げました２区画については、今後も排雪場所として使用してまいりたいと考えて

おります。 

○議長 

   ６番、小林 功君。 

○６番 

   おおむね理解しました。それで、 後、結局１区画は売れるということですか、建設課長。 

○議長 

   建設課長。 

○建設課長 

   土質の関係も調査して売れるかどうか確認したいと思いますが、地区からの遊び場として

の要望もありますので、その辺も協議しながら今後考えてみたいと思っております。（「終

わります」の声あり） 

         ◇         ◇         ◇ 
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○議長 

   では、ここで休議をいたします。 

   再開を１時といたします。（午後０時００分） 

○議長 

   議事を再開いたします。（午後１時００分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   先ほどの５番田﨑信二君の質問の介護職員の人数等について、町民課長より再答弁を求め

ます。 

   町民課長。 

○町民課長 

   それでは、お答えいたします。 

   介護職員の人数ということで、社会福祉協議会で行っておりますホームヘルパーでござい

ます。７名の方がおります。うち４名の方が登録ヘルパーということで、１名の方につきま

しては実務者研修終了、今までの１級を持っていた方が１名、初任者研修修了した方が３名、

今までの２級と言われていた研修が３名でございます。あと１級の資格の上に、今社会福祉

協議会におりますホームヘルパーにつきましては３名で、介護福祉士ということで資格を持

っている方でございます。なお、年齢につきましては、45歳から62歳までの方が従事してい

る状況でございます。 

   以上です。 

○議長 

   ５番、田﨑信二君。 

○５番 

   内容的にわかったんですが、将来的に、先ほども話しましたが、やはり今のこの年齢から

言えば５年、10年先になるとちょっと不可能だということで、先ほど言ったように福柳苑等

の施設等に移行してしまうのかということも考えられますが、町としてはやはりこのヘルパ

ー制度を置いたほうが、ヘルパーという人は今いないですが、そういう制度を置いて育てて

いったほうが、私としては個人的にはよろしいのではないかということで、ある程度こうい

う資格を取得する際の補助金は確保なりしていってはどうかと思います。 

   以上です。 
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○議長 

   回答を求めますか。５番、田﨑信二君。 

○５番 

   結構です。 

○議長 

   では引き続き、平成29年度補正予算関係の質疑を行います。 

   １番、岩渕清幸君。 

○１番 

   私は１点だけ。44ページで国土調査費の測量委託料が50万円の減と、たしか皆減になって

いると思うんですが、何か理由を教えていただきたいと思うんですが。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   委託料の減ということで50万円でございますが、こちらについては、細八地区の地籍図の

作成業務ということで当初とったんですけれども、認証請求の時期なんですけれども、こと

しできなくて来年度になる予定であります。その時期に合わせて図面を作成していかないと

分筆とか所有者の変更等が考えられますので、平成29年度で作成してもまた修正等の経費が

かかって二重の経費となってしまうということで、今回減額をさせていただきたいというこ

とでございます。 

○議長 

   １番、岩渕清幸君。 

○１番 

   今年度でさらに110何万円でしたか、よく見ればわかるはずですけれども、計上している

ので、ぜひやっていただきたいと思うわけです。というのも、昨年の予算意見書の中でも、

全国平均というか、なるだけ進めましょうというような意見を出していることもありますの

で、昨今のいろんな公共事業とか何とかに対しても、境界線の問題とか相続された方の所在

がわからないとかいろんな問題が起きてきますので、速やかな施行というか、実行に移して

ほしいと思います。回答は結構です。終わります。 

○議長 

   ほかにございませんか。 
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   10番、鈴木吉信君。 

○10番 

   先ほど田﨑議員のほうからもあったんですが、除細動器が柳津町全域の中の何地区かに多

分行っていると思うんですが、それで今現在、何年に入って電池の交換、何年にやったのか、

またパット、あれもいつ交換したのかとかそういうものの確認。それと、コミュニティ事業

による除雪機、これも地区によってはもらい放しで全然使っていないような地区もあるよう

に話は聞いています。それの使用状況の確認。それと、また新たに消火器、各地区に初期消

火ということで消火器を配るような、平成30年に予算があるように聞いていますが、またこ

れも何年かに１回は中身を入れかえしなければならない。町として、これらを与えるだけで

はなくて、その後どのような体制でどのような現状になっているのか、そういう確認という

ものがやはり必要なんだと思います。そんな関係で、総務課長でいいんですが、これからど

のような対応をされるのか、それを申しわけないですがお願いしたいと思います。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   お答えいたします。 

   除細動器につきましては、先ほど町民課長から答弁があったとおりというふうに私も感じ

ております。一応貸与という部分で各集落に全て譲り渡しておりますので、その中で管理を

していただくというふうになっております。 

   除雪機械につきましては、基本的には契約をこれも結んでおります。７年終了後は各行政

区等に払い下げをしますという形になっています。それまでは管理については適正な管理を

していただいて、修繕等は各地区でお願いしたいという形になっております。結局、補助事

業でその除雪機械等も買っておりますので、一応耐用年数というものがありますので、それ

を過ぎてしまえば町のほうでは処分をしても構わないという形になっておりますので、その

ような形で７年たったら各行政区のものですよというふうにして契約を結んでおります。た

だし、危険を伴うものでございますので、必ず保険等はかけてくださいという条件を付して

おります。 

   それと、平成30年当初予算の中で消火器を各集落に配布したいという考え方を持ってござ

いますが、当然これにつきましても中の液の入れかえ、あるいは入れかえをしたほうがいい

のか、それともそっくり変えたほうがいいのかという部分もありますが、期限が来ましたら
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当然町の防災訓練とか各行政区でやっている防災訓練、そういうものに有効に使っていただ

ければという考え方を持っています。基本的に今回60何万円を計上させていただきましたが、

ある程度消火器については町で言うと備品扱いになります、本来であれば。ですので、貸与

年数が過ぎれば、これにつきましてはやはり更新をする、町のほうで更新をしたいというふ

うに考えてございます。 

   それとあわせて、備蓄倉庫にありますような水であったり、食べ物についてもある期限が

ありますので、その期限を過ぎましたら防災訓練とかそういうもので有効に使って、皆様方

に食べてもらったり、飲んでもらったりという形で使っていきたいと。廃棄するのではなく

て、そのような形で有効に使っていきたいという考え方を持っています。 

   前２つの機械については、どうしてもそういうふうに各行政区のほうに 終的にはお預け

しているという部分でございますので、管理はお願いをしたいという部分でございますが、

消火器につきましては、基本的には町は備品という形で買いますが、基本的には消耗品的な

考え方が強いのかと思っておりますので更新をしたいという考え方でございます。 

   以上でございます。 

○議長 

   10番、鈴木吉信君。 

○10番 

   除細動器においては、前は各班において広域消防の方々に行っていただいて講習済証とい

うか、そういうものをもらってやっていたんですが、あれが３年だったか５年ぐらいの期間

でまたやらなければならないというあれだったんですが、今現在、話を聞くと余りそれを各

集落においてやっていない、やっている集落が少ないのではないかという話もあるんですが、

町として消防団の方々に幹部会等でやはりこれは、せっかく機械があってもどうして使った

らいいかわからない、どのような対応をしたらいいかわからない、それではどうにもならな

いので、やはり幹部会等でぜひ期間が来たならば講習会を受けてくださいとか、そのような

各集落の消防団や班長等、または区長さんを通して対応すべきと思うんですが、それに対し

てどうでしょうか。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   お答えいたします。 
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   除細動器を取り扱う場合の使ってもいいですよというような免許証みたいなものですけれ

ども、それについては、まず期間は知りません。ちょっと忘れて申しわけないですが、講習

会を受けて受講証というものをもらってそれを持った人が操作するんだというふうにはなっ

ていますが、それ以外の緊急やむを得ない場合については、開ければ機械にのっとって、ど

こにつけてください、こうしたらこのボタンを押してくださいという全部操作音が発生され

ますので、難しい機械ではないというふうには思っておりますので、除細動器を使う分にお

いては大丈夫かと思いますが、救命救急も一緒にそのときに講習をやりますので、そういう

必要性を感じた場合については、幹部会のほうとお話をしながら、広域消防のほうにお願い

をして講師を招いてやっておりますので、今後中の消防のほうと打ち合わせをしてみたいと

思っております。 

   以上です。（「わかりました。以上です」の声あり） 

○議長 

   ほかにございませんか。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第２７号「平成２９年度柳津町一般会計補正予算」についてを原案のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   お諮りいたします。 

   議案第２８号「平成２９年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算」についてを原案のと

おり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 
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   お諮りいたします。 

   議案第２９号「平成２９年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算」についてを原案のと

おり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   お諮りいたします。 

   議案第３０号「平成２９年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算」についてを原案の

とおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   お諮りいたします。 

   議案第３１号「平成２９年度柳津町介護保険特別会計補正予算」についてを原案のとおり

決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   お諮りいたします。 

   議案第３２号「平成２９年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算」についてを原案のと

おり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   お諮りいたします。 

   議案第３３号「平成２９年度柳津町町営スキー場事業特別会計補正予算」についてを原案
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のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   お諮りいたします。 

   議案第３４号「平成２９年度柳津町農業集落排水事業特別会計補正予算」についてを原案

のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   お諮りいたします。 

   議案第３５号「平成２９年度柳津町下水道事業特別会計補正予算」についてを原案のとお

り決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   お諮りいたします。 

   議案第３６号「平成２９年度柳津町簡易排水事業特別会計補正予算」についてを原案のと

おり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

   お諮りいたします。 

   議案第３７号「平成２９年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算」についてを原案

のとおり決定することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 
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○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   お諮りいたします。 

   日程第１２、議案第３８号「平成３０年度柳津町一般会計予算」 

   日程第１３、議案第３９号「平成３０年度柳津町土地取得事業特別会計予算」 

   日程第１４、議案第４０号「平成３０年度柳津町国民健康保険特別会計予算」 

   日程第１５、議案第４１号「平成３０年度柳津町後期高齢者医療特別会計予算」 

   日程第１６、議案第４２号「平成３０年度柳津町介護保険特別会計予算」 

   日程第１７、議案第４３号「平成３０年度柳津町簡易水道事業特別会計予算」 

   日程第１８、議案第４４号「平成３０年度柳津町町営スキー場事業特別会計予算」 

   日程第１９、議案第４５号「平成３０年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算」 

   日程第２０、議案第４６号「平成３０年度柳津町下水道事業特別会計予算」 

   日程第２１、議案第４７号「平成３０年度柳津町簡易排水事業特別会計予算」 

   日程第２２、議案第４８号「平成３０年度柳津町林業集落排水事業特別会計予算」 

  については、いずれも関連がありますので、一括上程し、議題といたしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、議案第３８号、議案第３９号、議案第４０号、議案第４１号、議案第４２号、議

案第４３号、議案第４４号、議案第４５号、議案第４６号、議案第４７号、議案第４８号は、

一括上程し、議題といたします。 

   提案者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   議案第３８号「平成３０年度柳津町一般会計予算」について、提案理由の説明をいたしま

す。 
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   本案は、平成30年度の一般会計予算を歳入歳出それぞれ40億5,000万円とするものであり

ます。 

   次に、議案第３９号「平成３０年度柳津町土地取得事業特別会計予算」について、提案理

由の説明をいたします。 

   本案は、平成30年度の土地取得事業特別会計予算を歳入歳出それぞれ627万円とするもの

であります。 

   次に、議案第４０号「平成３０年度柳津町国民健康保険特別会計予算」について、提案理

由の説明をいたします。 

   本案は、平成30年度の国民健康保険特別会計予算を事業勘定で歳入歳出それぞれ５億

1,400万円とするものであり、施設勘定につきましては、歳入歳出それぞれ8,930万円とする

ものであります。 

   次に、議案第４１号「平成３０年度柳津町後期高齢者医療特別会計予算」について、提案

理由の説明をいたします。 

   本案は、平成30年度の後期高齢者医療特別会計予算を歳入歳出それぞれ5,200万円とする

ものであります。 

   次に、議案第４２号「平成３０年度柳津町介護保険特別会計予算」について、提案理由の

説明をいたします。 

   本案は、平成30年度の介護保険特別会計予算を歳入歳出それぞれ５億7,700万円とするも

のであります。 

   次に、議案第４３号「平成３０年度柳津町簡易水道事業特別会計予算」について、提案理

由の説明をいたします。 

   本案は、平成30年度の簡易水道事業特別会計予算を歳入歳出それぞれ２億9,700万円とす

るものであります。 

   次に、議案第４４号「平成３０年度柳津町町営スキー場事業特別会計予算」について、提

案理由の説明をいたします。 

   本案は、平成30年度の町営スキー場事業特別会計予算を歳入歳出それぞれ950万円とする

ものであります。 

   次に、議案第４５号「平成３０年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算」について、提

案理由の説明をいたします。 

   本案は、平成30年度の農業集落排水事業特別会計予算を歳入歳出それぞれ8,500万円とす
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るものであります。 

   次に、議案第４６号「平成３０年度柳津町下水道事業特別会計予算」について、提案理由

の説明をいたします。 

   本案は、平成30年度の下水道事業特別会計予算を歳入歳出それぞれ6,500万円とするもの

であります。 

   次に、議案第４７号「平成３０年度柳津町簡易排水事業特別会計予算」について、提案理

由の説明をいたします。 

   本案は、平成30年度の簡易排水事業特別会計予算を歳入歳出それぞれ250万円とするもの

であります。 

   次に、議案第４８号「平成３０年度柳津町林業集落排水事業特別会計予算」について、提

案理由の説明をいたします。 

   本案は、平成30年度の林業集落排水事業特別会計予算を歳入歳出それぞれ690万円とする

ものであります。 

   なお、詳細につきましては総務課長より説明をさせますので、よろしくご審議お願いをい

たします。 

○議長 

   補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   それでは、平成30年度の11議案につきまして補足してご説明申し上げます。 

   １ページをお開きください。 

   議案第３８号「平成３０年度柳津町一般会計予算」でございます。 

   歳入歳出それぞれ40億5,000万円とするものでございます。２条といたしまして継続費を

設定させていただきたいという形で出させていただいております。３条といたしまして債務

負担行為を上げさせていただいております。４条で地方債を上げさせていただいております。

なお、一時借入金という部分で各会計につきまして持ってございますが、予算額の約20％程

度をめどに一時借入金を可能という形で定めております。 

   それでは、８ページをお開きください。 

   第２表 継続費でございます。消防費、消防費のデジタル防災行政無線施設整備事業とい

たしまして総額５億6,628万1,000円、それを平成30年度、31年度という形で事業を実施した
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いという考え方でございます。年割りにつきましては、前払い金の考えで工事費40％、管理

費ですと30、70という形でそれぞれ年割りをしたという考え方でこの金額を出させていただ

いたところでございます。 

   続きまして、次の９ページをお願いいたします。 

   第３表 債務負担行為でございます。柳津町居住用家屋新築及び増築改築に係る利子の助

成金でございます。平成30年から34年まで５年間に伴う債務負担行為の額の限度額を50万

8,000円と決めさせていただきたいというお願いでございます。 

   次のページでございます。 

   第４表 地方債でございます。基金の目的という部分で、広域消防負担金事業から12ペー

ジの臨時財政対策債までで総額で８億1,190万円の起債、町債を見込ませていただきたいと

いう考え方で今回出させていただいたものでございます。大きなものですと、10ページに戻

りまして上から２つ目、２億3,300万円となっておりますが、これにつきましては、先ほど

継続費でお願いをいたしました防災無線の部分と消防ポンプ車あるいは防火水槽の設計とい

うようなものがこの中に含まれてございます。あとは通年ベースで大体とっている部分かな

というふうになっております。 

   次の11ページでございます。 

   上から３段目、町営住宅整備事業でございます。これは、町営住宅の今回基礎工事の部分、

土工をするという分、造成をやるという分でございますので、それにつきましては、過疎債

を充当していきたいという部分で１億5,390万円を見込みたいという部分でございます。大

きい金額の部分については、以上のとおりとなっております。 

   16ページをお願いいたします。 

   歳入でございます。 

   まず、１款町税、町民税でございます。これにつきましては、対前年比で30万2,000円と

いう部分でございますが、法人税の部分があったり、あとは個人の現年度分の所得の減とい

われる分が一番大きい減額の理由となっております。 

   続いて、固定資産税でございます。固定資産税につきましては992万1,000円ほど対前年比

で伸びておりますが、これにつきましては、本年度の当初予算で調整率で見直しをかけてお

ります。減額の見直しをしておりますが、その補正係数を見直ししたという部分で900万円

分の増額となっております。本年度平成29年度におきましても固定資産税については補正を

させていただいておりますので、それをもとにして当初予算についても考えたというところ
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でございます。 

   続きまして、次の17ページ、軽自動車税につきましては、当該年度の状況を勘案しており

ます。町たばこ税につきましても、本年度の見込み本数等をもとにして計算した結果の減で

ございます。 

   次の18ページ、入湯税につきましても本年度の実績見込み等に伴う減額です。 

   次に、地方譲与税、地方揮発油譲与税につきましては、平成28年度の実績見込みによるも

のです。その下の自動車重量譲与税につきましても同様の考え方、利子割交付金につきまし

ても同様の考え方で見させていただいております。 

   次の19ページをお願いいたします。 

   配当割交付金、次の５款の株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交

付金、次のページの地方特例交付金につきましては、平成29年度の実績を見込みそれに伴い

ましての平成30年度の当初予算という形で組ませていただきました。 

   20ページ、地方交付税でございます。地方交付税につきましては、昨日の一般質問でもお

答えをいたしましたが、出口ベースで２％減ということがございますので、それで3,000万

円ほどの減額を見させていただいたというところでございます。 

   10款交通安全対策特別交付金につきましても、本年度実績見込みに伴うものでございます。 

   分担金及び負担金につきまして、分担金で農林水産業費分担金でございますが、この減額

については鹿島ため池分の減額となっております。災害復旧費分につきましては本年度の受

益者の関係での減でございます 

   次の21ページをお願いいたします。 

   負担金でございます。5,793万円という大きな減額となっておりますが、これにつきまし

ては、教育費負担金、給食センターの部分での三島町からの負担金という部分でいただいて

いた金額が6,800万円ほどございましたので、その分が大きく減額となっております。 

   使用料及び手数料の使用料でございます。総務使用料につきましては、当該年度の実績見

込みという部分でございます。民生使用料、衛生使用料につきましても同様です。土木使用

料につきましては、減額が少し大きいのは公営住宅の使用料という部分が130万円ほどここ

で減額になっています。当該年度の使用料の部分を出しまして、それに基づいて減額となっ

たところでございます。教育使用料につきましても、今年度の実績等を勘案して９万2,000

円の増となっております。 

   次の23ページをお開きください。 
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   商工使用料については、当該年度と同様でございます。 

   手数料でございますが、総務手数料につきましては、戸籍手数料から次のページの土木手

数料でございますが、これにつきまして当該年度の実績という分になっております。なお、

土木手数料につきましては、屋外広告物の手数料につきましては３年ごとの更新という間に

なっております。本年度平成29年が更新時期になっておりますので、大きな減額となったと

ころでございます。 

   国庫支出金の国庫負担金でございますが、これにつきましては、給付見込額の減額に伴う

分が大きな要因となったところでございます。続きまして、衛生費国庫負担金につきまして

は昨年同様となっております。 

   次の25ページをお願いいたします。 

   災害復旧費国庫負担金でございますが、これは昨年過年の河川道路災害復旧の補助金が入

っておりましたので、本年度はございませんので皆減となっております。 

   続いて、国庫補助金でございます。国庫補助金につきましては、総務費国庫補助金2,163

万円ほど大きい金額になっておりますが、それにつきましては、総務費補助金の中の地方創

生推進交付金の687万5,000円と集落活性化支援事業補助金の1,000万円、無線システム普及

支援事業費等補助金565万9,000円という部分が皆増という部分になってございます。 

   続きまして、次の民生費補助金につきましては、本年度の実績等を見込んでおりますが、

一番下の高齢者医療制度円滑運営事業費補助金につきましては皆増という形でなっておりま

す。 

   次のページの国庫補助金でございますが、土木費につきましては7,800万円という大きい

金額が落ちておりますが、これにつきましても、道路橋梁費の部分での社会資本整備事業補

助金の歳出の減額に伴います歳入の減という部分が非常に大きくございます。それと住宅費

での歳入部分で3,700万円ほど減額となっております。 

   教育費国庫補助金につきましては、先ほど起債のほうでも申し上げましたが、学校給食施

設等の補助金の部分の8,100万円ほどが皆減となっております。 

   消防費国庫補助金につきましては、昨年度は当初予算で４基を考えておりましたが、２基

に減ったという部分が減額されている理由でございます。 

   商工費国庫補助金につきましては、昨年度は国の緊急雇用対策の部分での補助金がござい

ましたが、平成30年度につきましてはその分がないという部分で皆減となっております。 

   総務費の国庫委託金については、本年度の実績を勘案しています。民生費国庫委託金につ
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きましても、本年度の実績に基づくものでございます。 

   次の27ページ、県負担金でございます。県負担金の民生費県負担金につきましては、先ほ

ど申し上げました国庫負担金と同様の理由によりまして減額となってございます。衛生費、

土木費県負担金につきましては、今年度の実績を勘案しております。 

   次の28ページ、県補助金でございます。 

   総務費県補助金につきましては、当該年度の実績を見込みまして歳入の見込み増となって

おります。 

   民生費県補助金につきましても、本年度の実績という部分で増額となってございます。 

   衛生費県補助金につきましても、本年度の実績を見込みまして逆に減額となっております。

減額の分では、乳児医療助成事業補助金の分で100万円ぐらい減ってございます。 

   農林水産業費県補助金につきましては、3,303万7,000円という部分で大きい金額が減って

ございますが、これにつきましては次の29ページになりますが、林業費補助金の部分でふく

しま森林再生事業補助金について4,800万円ほど対前年で事業費が減ってございますので、

これが大きな減額の理由となってございます。 

   商工費県補助金につきましては582万2,000円ほど減っておりますが、これにつきましては、

歳時記の郷の部分での200万円の減とサポート事業等で380万円ほど減額となっておりますの

で、合わせて580万円ほどの減です。 

   土木費県補助金については、本年と同額です。 

   教育費県補助金につきましては、267万2,000円ほど増額となっておりますが、これにつき

ましては、公民館の事業に県のサポート事業の補助金を入れたいという考え方で249万4,000

円が皆増という形になっております。 

   続きまして、次の30ページの県委託金でございます。766万円の増額となっておりますが、

大きな理由といたしましては、選挙費委託金の部分で、平成30年度は県知事選挙がございま

すので、その委託金という部分で800万円の皆増を見ております。 

   衛生費県委託金につきましては、本年度の実績見込みを勘案しております。土木費県委託

金につきましても、本年度の実績を見込んでの積算とさせていただいております。 

   次のページになります。 

   教育費県委託金でございますが、学校支援事業につきましても本年度の実績を勘案いたし

まして見込ませていただいております。 

   財産収入、財産運用収入につきましても、本年度の実績を見込んで増額となっているとこ
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ろでございます。 

   財産収入の財産売払収入でございますが、これにつきましては、当初で樹木の伐採の売払

収入を、これも分収林の関係でございますが、森林再生事業のほうでやっているものでござ

いますが、それを見たい、見込みという部分でございましたので、その分で288万5,000円が

増額となっております。 

   物品売払収入で74万円ほどでございますが、これは除雪ドーザの更新をしたいという部分

でございますので、それの売払収入を見込ませていただいております。 

   出資金返還金収入につきましては、あいづふるさと基金の返還される基金をここで受ける

という部分でございます。4,527万8,000円皆増という形になってございます。 

   次の32ページ、寄附金でございます。寄附金につきましては40万円が一般寄附金で増額と

なっておりますが、これにつきましては、消防費のほうで消防団の団旗の製作をしたいとい

う考え方を持ってございますが、消防団団旗に対しまして現在の消防団員だったり退団され

た方々のご寄附を募っていきたいという部分で、40万円の寄附金を見込みたいという考え方

で消防団のほうから話がございましたので、それをここにふえているという部分でその40万

円分が増額となってございます。 

   繰入金につきましては、特別会計繰入金という部分で、これも先ほどの補正予算で減額と

させていただいた部分ではございますが、平成30年度についても１区画の売払収入を見込み

たいという考え方でございます。 

   続いて、基金繰入金でございますが、財政調整基金で１億円、雇用対策基金で1,120万円

という部分で、次のページ、公共施設整備基金、震災復興基金という部分でそれぞれ当該年

度と増減はありますが見込ませていただきました。新しく今回見込むという部分では、国際

交流基金繰入金でございます。海外派遣事業という部分で今年度実施する予定でございます

ので、その部分の基金繰入金を見込むと。それと、先ほど広域圏のほうから基金が返ってく

るという部分がございますので、その基金につきまして基金のほうに補正等でなる場合につ

いての基金繰入金、歳出で100万円ほどその基金を使って町民の方々に地域づくりに関与す

るものに対して支援をしたいという考え方を持っておりますので、この基金から100万円ほ

ど繰り入れをしたいという考え方で100万円を見込ませていただきました。 

   繰越金については、当該年度と同じでございます。 

   諸収入の延滞金加算金及び過料につきましては、6,000円の減という部分で実績で見込ん

でおります。 
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   次のページ、町預金利子につきましても、現在の預金利子を勘案しまして２万円の減額と

なっております。 

   貸付金元利収入につきましては、奨学金の元利返済分について11万4,000円の減額となる

ところでございます。 

   雑入でございますが、雑入につきましては、36ページが合計になってまいりますが、全額

として560万7,000円の減額というふうになっています。一番大きい部分では、美術館関係の

部分、昨年度はやはり「ムンク×斎藤清」展という部分で少し売り上げとかそういうものを

伸ばしてございましたので、その部分で220万円ぐらい減額を見込んでおります。それと、

コミュニティの関係で昨年度は３カ所と見込んでおりましたが、それについて１カ所落とし

ましたので150万円ぐらい減額をさせていただいているという部分が大きな減額の理由でご

ざいます。 

   36ページでございます。 

   町債につきましては、総務債から、次のページにいきまして37ページの臨時財政対策債と

いう部分までを見まして4,560万円の増額となったところでございます。 

   続きまして、歳出でございます。 

   議会費でございます。議会費につきまして591万6,000円ほど減額になっていますが、これ

は、今皆様の目の前にございますマイク等放送設備の修繕、改修という部分で700万円を昨

年度は当初予算で計上しておりましたが、それの減額が大きな理由でございます。 

   40ページでございます。 

   総務費、総務管理費の一般管理費でございます。これにつきましては1,148万4,000円ほど

減額になっておりますが、大きな理由といたしましては、職員手当の中の退職手当組合負担

金が、ことしは2,000万円だったんですが来年度は1,000万円と通知が来ておりますので、そ

の分が大きな減額の理由となってございます。 

   ずっと飛んでいただきまして、43ページをお開きください。 

   ２目の文書広報費でございます。これにつきまして45万3,000円ほどという部分でござい

ますが、区長報酬の部分の本年度の実績に伴うものと、負担金補助及び交付金で区長連絡協

議会補助金が、２年おきに１泊２日の研修をしているんですが平成30年度については日帰り

研修という部分でございますので、補助金の額を減額しているという部分でございます。 

   財政管理費でございますが、4,553万3,000円という大きな金額が増額となっております。

これにつきましては、次の44ページの積立金でございます。地域づくり推進基金元金積立金
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という部分で4,527万9,000円、ふるさと基金から返ってくるお金をここで全額積み立てをし

たいという考え方で皆増となってございます。 

   会計管理費につきましては、本年度実績に基づくものでございます。財産管理費につきま

しても、本年度の実績という部分でございますが、修繕費等で旧老人ホームの修繕という部

分を当初予算、昨年度見込んでおりましたが、それがございませんのでそこで65万円ほど減

額となっております。 

   次の45ページをお開きください。 

   企画費でございますが、企画費については1,163万円ほどの増額となっておりますが、大

きな理由といたしましては次の46ページの委託料、空き家調査委託388万8,000円という部分

で、業者に委託をして空き家の実態調査をしたわけですが、そこから各区長さんを通じてや

ってきたという部分でなかなか実態が今合わなくなっている部分がありますので、再調査を

したいという部分でとらせていただきました。それと工事請負費でございます。これにつき

ましては、Ｗｉ－Ｆｉ関係の整備という部分で工事請負費という分で848万9,000円ほどの皆

増という部分でございます。 

   続きまして、47ページをお開きください。 

   支所及び出張所費でございます。2,526万4,000円という増額となっておりますが、この理

由といたしましては48ページの部分でございます。委託料で設計委託料となっておりますが、

これが西山中学校の跡地利用の関係での設計をしたいという部分でございます。国交省の補

助金の部分で補助金の申請はさせていただいております。その後いろいろ国交省との打ち合

わせをして、実は本日も担当班長が県のほうに出県して話をしているという状況でございま

す。 

   交通安全対策費については、当該年度の実績で減額となっております。 

   次の49ページでございます。 

   後継者緊急対策費につきましても12万円、当該年度の実績という部分で見込ませていただ

いたという部分でございます。 

   続いて、諸費でございます。399万3,000円の増額となっておりますが、これにつきまして

は、大きな理由としては次の50ページでございますが、先ほどの補正予算の中でも出ました

が、減額部分では本年度の防犯カメラの設計委託料298万6,000円は皆減となっておりますが、

備品購入費で防犯カメラ等の購入をしたいという部分で891万4,000円でこれが皆増となって

ございます。それと、防犯灯の設置の事業費の補助金でございます。各地区でＬＥＤの70％
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の補助をやってまいりましたが、平成30年度で大体事業はみんな行き渡ったのかという部分

で、その事業費が対前年比で247万8,000円ほど減ってきていますので、大体平成30年度いっ

ぱいぐらいでこのかさ上げ補助については終わっていきたいと考えております。 

   土地利用計画策定費は同額で、電算管理費については当該年度の見込みという部分で見込

ませていただいております。計算センターの負担金が非常に多い金額でございます。 

   次の51ページでございます。 

   行財政改革推進委員会につきましては、本年度当初予算と同額で２回ほど見させていただ

いていますが、場合によっては３回が必要になると見込んでおりますので、その場合につい

てはまたご協議を申し上げたいと思っております。 

   庁舎管理費については199万5,000円の減額という部分で、これは修繕費の部分の減額が大

きな理由でございます。 

   町民バス管理費では本年度の実績を見込みまして、燃料費等の増額を考えまして35万

4,000円という部分がふえてございます。 

   52ページの徴税費でございます。徴税総務費については、本年度の状況を見まして21万

3,000円の減額です。 

   54ページでございます。 

   賦課徴収費でございます。賦課徴収費につきましては453万4,000円ほどふえておりますが、

ふえた大きな理由といたしましては、次の55ページの計算センター負担金が本年度と比較し

まして484万9,000円増額となっておりますので、これが大きな理由でございます。 

   続きまして、戸籍住民基本台帳費につきましては306万1,000円がふえてございますが、こ

の大きな要因といたしましては、これも同じように計算センターの負担金が127万4,000円ほ

ど増額となっています。それと、次の56ページの会津西部霊苑連絡協議会負担金で129万

6,000円ほどの増額という部分で、今回の増額の主なものとなっております。 

   選挙費でございますが、選挙費につきましては本年度の実績で見込んでおります。 

   続きまして、57ページでございます。 

   ２目の知事選挙費でございますが、これにつきましては皆増という形で814万1,000円を見

込ませていただきました。 

   続きまして、58ページの土地改良区総代選挙費につきましては、本年度計上して選挙等終

わったわけでございますが、それが皆減という形で53万3,000円の減でございます。廃目と

いう形になりますが一応減額となります。 
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   統計調査費につきましては、23万5,000円の増という部分でございますが、次年度の統計

調査の報酬等の増額と言われるものと人件費等の増という部分でございます。 

   次の59ページでございます。 

   監査委員費につきましては、本年度の実績等を勘案いたしまして３万6,000円ほど増額し

ております。費用弁償の部分での増額が主な理由です。 

   民生費、社会福祉費でございます。社会福祉総務費で260万円ほど減額となっております

が、これにつきましては、昨年度と比較いたしまして職員給の１名減となっておりますので、

その分で大きな減額となってございます。逆に、共済費、賃金という部分で合わせて117万

3,000円ほどふえておりますが、臨時職員を期間を区切って雇用したいという部分でのもの

でございます。 

   続きまして、61ページをお願いいたします。 

   老人福祉費でございます。483万9,000円の増額となっておりますが、大きな増額といたし

ましては、次の63ページの部分で後期高齢者医療の給付費の負担金で483万円、その下の事

務費負担金で113万5,000円という部分で、合わせまして２つで596万5,000円ぐらいの増額と

なっておりますので、大きな理由がこことなっております。 

   続きまして、国民年金費につきましては、当該年度の実績見込みをして29万1,000円の減

でございます。 

   障害者福祉費につきましては、給付見込額を本年度の実績で勘案してその分を減額とさせ

ていただいたという部分で580万円の減額となってございます。 

   65ページ、児童福祉費の児童福祉総務費でございます。これにつきましては当該年度の実

績の見込みという部分で12万9,000円、大きな理由といたしましては、チャイルドシートの

補助金について本年度35万円を計上しておりましたが、20万円という部分で減額をしたとい

うのが大きな部分です。 

   柳津保育所運営費につきましては582万円の増額となってございますが、これにつきまし

ては、臨時職員等の部分と職員等の人件費の増という部分が大きな要因となってございます。 

   続きまして、69ページでございます。 

   西山保育所の運営費でございます。174万9,000円という部分で減額となっておりますが、

これにつきましては、西山保育所で臨時保育士を１名雇っていたわけですが、その分につい

て減額をし、その分について放課後児童のほう、学童保育という部分でそれぞれ１名、西山

保育所にしてはとりたいという予算の組み替えという形になりますが、その部分でございま
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す。 

   70ページにつきましては、児童措置費でございます。これが児童手当等の給付費でござい

ますので、当該年度の実績に基づいて見込ませていただきました。 

   71ページの学童保育費、これが先ほど言いました西山保育所分の減額と言われる部分につ

いての増額がここに231万7,000円という部分で、これで西山分に１人、柳津分の１人をそれ

ぞれ放課後の学童保育というふうに１名ずつ置きたいという考え方でとらせていただいたと

いう部分でございます。 

   母子福祉費については115万8,000円の減額、これについては子育て応援金の部分での減額

が大きな理由でございます。 

   続いて、72ページ、災害救助費については同額です。 

   衛生費の衛生総務費1,324万1,000円の増額となっておりますが、これにつきましては、73

ページの国保会計（施設勘定）の繰出金1,399万9,000円が大きな理由となってございます。 

   予防費でございます。予防費につきましては195万4,000円の減額となっておりますが、こ

の大きな理由といたしましては、委託料という部分で対前年で212万9,000円ほど減額となっ

てございます。 

   75ページをお開きください。 

   環境衛生費でございます。1,972万3,000円の減額となってございますが、これにつきまし

ても繰出金、これは簡易水道特別会計繰出金で1,848万3,000円ほど減額になっておりますの

で、大きな理由となっております。 

   母子保健費につきましては307万5,000円の減額、これにつきましては、扶助費等の子ども

の医療費助成、次のページになりますが、969万円を見込んでおりますが、ここで対前年比

で231万5,000円という大きな減額を見込んでいるところでございます。 

   続いて、清掃費の塵芥処理費については、当該年度とほぼ変わりません。見込みによって

でございます。 

   次の77ページ、衛生処理費でございますが、21万8,000円の増額補正となっております。

これは、次のページの清掃費のほうの負担金と言われる部分での広域圏の組合の環境センタ

ー負担金が増額となっている部分でございます。 

   農林水産業費、農業費の農業委員会費につきましては、実績を勘案いたしまして50万

9,000円の増、それと旅費の部分で43万6,000円ほど普通旅費、研修旅費という部分で増額と

なってございます。３年の任期という部分がありますので、任期がえの部分で研修に行きた



 １８０

いという部分でございましたので、その分をとらせていただいたという分でございます。 

   79ページ、農業者年金事務費でございます。当該年度とほぼ同額でございます。 

   農業総務費につきましては229万2,000円の増額でございますが、これにつきましては、次

の80ページで備品購入費といたしまして庁車購入費200万円を見させていただきました。こ

れは軽自動車を更新したいという部分でございます。今ある車について大分故障が出ており

ますので、その車について更新をしたいという考え方でございます。 

   農業振興費につきましては、1,560万1,000円の増額となっております。これについて大き

な増額の理由といたしましては、これも82ページの負担金の部分でございますが、この辺で

園芸作物・花き推進事業の支援金で200万円近くの増という部分と、地域農業担い手経営で

545万2,000円ほどの増額というような部分が出てまいりますので、その分が主な増額の理由

となってございます。 

   次の83ページでございます。 

   負担金が続いておりますが、ここで新たに生産調整推進交付金（備蓄米分）336万6,000円

とか、一番下の水稲経営安定化事業補助金523万8,000円を新たな事業として今回見込んでお

ります。 

   農地費でございますが、373万6,000円ほどの減額ということでございますが、これは昨年

度の当初予算で県営中山間総合整備事業の負担金という部分で620万円計上しておりますが、

それがことしは皆減となっておりますので、その分が減額の大きな理由となってございます。

逆に、ふえた理由といたしましては、次の84ページの一番上に柳津町土地改良区運営補助金

532万1,000円となってございます。これにつきましては、本年は200万円出しております。

次年度についてこれだけ、372万1,000円増額という部分については、土地改良区の職員、議

員おわかりのとおり募集をかけました。60歳になったという部分で募集をかけたわけですが、

１名採用するという形で、ご説明を申し上げましたとおり、すぐ入って誰もいないところで

仕事をすることはできませんので、今いる方を町で言う再任用のような形で使っていきたい

という部分でございますが、なかなか土地改良区としてもそれに対する自主財源を持ってい

ないという部分でございますので、幾らかの支援をお願いしたいという部分でその部分に対

する支援で増額を見込んだところでございます。 

   続いて、地域農政特別対策事業費でございます。236万3,000円の減額となっております。

これにつきましては、賃金、共済費の部分での減額というのが大きな理由でございます。 

   続きまして、85ページでございます。 
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   ７目の農村総合整備事業につきましては、農業集落排水事業の繰出金の増が350万円ほど

ございますので、これが大きな理由でございます。 

   続いて、国土調査費につきましては、102万7,000円ほど増加となっております。本年度50

万円減額という部分がございますので、次年度につきましては、測量費の部分で100万円ほ

ど逆に増額となってございます。 

   中山間地域等直接支払については、本年度の実績を見込んで８万3,000円の減です。 

   次の87ページ、林業費の林業総務費につきましては、当該年度の実績を見込んで修繕費等

の減という部分でございます。 

   林業振興費については、5,766万9,000円という大きな減額となっていますが、これにつき

ましては、88ページの一番下に森林整備事業委託4,223万7,000円とありますが、本年度と比

較しますとここで4,844万3,000円の減額、その上の計画策定業務2,136万8,000円をとってお

りますが、本年度と比較してここで995万2,000円という大きな減額が出てございます。逆に、

ふえた部分といいますと、賃金、共済費等の部分でございますが、鳥獣被害対策リーダー賃

金、共済費にかかわるもので約250万円ほどの増額を見込ませていただいてございます。 

   続きまして、90ページの林道費でございます。林道費につきましては6,253万8,000円の増

額となってございます。これにつきましては、工事請負費の林道改良工事の林道については

新鶴柳津線でございますが1,150万円の皆増という部分と林道開設事業と。これは塩峯線の

関係でございますが5,200万円という部分で、ここで3,200万円ぐらい増額となっております

ので、大きな理由となってございます。あとは、先ほど補正予算のほうで賦課金を一括返上

したいと。平成40年度まであった分の賦課金を平成30年度で全額返したいという部分でござ

いましたので、そこで今2,259万6,000円を見させておりますが、ここで1,721万5,000円の増

額となってございます。大きな理由としては以上でございます。 

   林道維持費につきましては、215万8,000円の増額でございますが、これにつきましては、

緊急雇用対策の賃金につきまして、これは一般質問等でもいろいろありましたが、雇用の対

策の部分で人員をふやして対応していきたいという部分で、今４人体制でやっておりますが、

それを６人体制にしたいという考え方でここの人件費等の増で300万円ぐらい増額になって

います。 

   続きまして、91ページにいきます。 

   水産業費につきましては、当該年度と同額になっております。 

   92ページ、商工費、商工費の商工振興費につきましては、111万7,000円の減額という部分
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でございます。これにつきましては、工事請負費でやったりという部分が今年度ございまし

たが、それがなくなりましたのでそれが減額、それと先ほど国庫補助金で国の緊急雇用がな

くなりましたと申し上げました。それで284万円ほど減額となってございます。逆にふえた

ものといたしましては、93ページをお願いいたします。負担金補助の一番下、企業立地支援

事業補助金という部分で500万円、これが新たな企業を立地した場合に設備投資、土地取得、

あるいは固定資産税分の税金等に対する、納めていただいたものについて後からそれに対し

て３年間ぐらい返していきたいというような考え方でとらせていただいたものでございます。 

   観光費につきましては、1,611万5,000円の減額となっております。大きな理由といたしま

しては委託料になるんですが、95ページで、ことしについてはスキー場の関係での設計をし

たい、跡地利用をしたいという形でとらせていただきましたが、その分が600万円丸々減額

となります。あとは観光素材の委託料400万円という部分がありますので、これで合わせて

1,000万円ぐらい減っております。それ以外については当該年度の実績等を見ながらという

部分で、あとは工事請負費の減とかそういうものを合算しまして1,600万円という減額が出

たところでございます。 

   続きまして、98ページになります。 

   土木費の土木管理費でございます。土木管理費につきましては、土木総務費で1,057万

9,000円の増額となっておりますが、これにつきまして大きい部分といたしましては、99ペ

ージをお開きください。住まいづくり支援事業（経済対策）という部分でございますが、当

該年度までエコ対策という部分で２年間をやってまいりましたが、平成30年度からまた新た

な事業として２年間で取り組みたいという部分でございますので、初年度でございますので

1,000万円増額して3,000万円を見込ませていただいたという部分でございます。 

   防雪サブセンターについては、実績見込み等でございます。道の駅管理費につきましても、

実績見込みの部分でございます。 

   次の100ページの道路橋梁費でございます。4,216万6,000円の増額となっておりますが、

大きな理由といたしましては、次の101ページをお開きください。ここで備品購入費、先ほ

ど歳入のほうで除雪の関係の機械の売り払いと申し上げましたが、新たな除雪機械を購入し

たいという部分でございますので、ここで2,600万円の皆増となっております。それと、そ

の上の工事請負費で増額が施設の部分、竜蔵庵上村線の部分で施設改修工事2,500万円、そ

れと委託料の消雪部分の500万円、合わせて3,000万円が皆増の部分となってございます。 

   続きまして、道路新設改良費でございます。１億6,647万4,000円という大きな減額となっ
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ておりますが、これにつきましては、次のページの委託料で200万円ほどの減額でございま

す。測量設計委託と言われる部分で1,060万円の増と、工事請負費では道路新設改良費の部

分で4,550万円という予算でございますが、平成30年度については比較しますと１億5,850万

円ほどここで減額となっているという部分でございます。あとは、公有財産購入費等につき

ましても1,600万円ぐらい減額になりますので、合わせて１億6,000万円ぐらいの減額となっ

てございます。 

   当初予算では申し上げましたが、社会資本整備事業補助金について実績、毎年入ってくる

歳入の実績を見込んで当初予算を組ませていただいたことによる大きな減額となったところ

でございます。あくまで要望額で去年までは少しとっていたのですが、要望額では通らない

ということでございますので、実績に見合ったものにさせていただいたところでございます。 

   103ページの河川費でございます。河川総務費につきましては150万円ほどの減額でござい

ますが、河川の維持補修費のものでございます。本年度の補正で600万円ほど落とさせてい

ただきましたが、これで200万円の減額が400万円でございますので出ているという部分でご

ざいます。 

   都市計画費の下水道費でございます。これについては104ページの繰出金、下水道事業特

別会計繰出金で339万8,000円が減額されておりますので、これが大きな理由となっておりま

す。 

   続いて、住宅費の公営住宅管理費でございます。4,863万4,000円という増額となっており

ますが、これの大きな理由といたしましては、次の105ページになりますが工事請負費で施

設改修工事という部分で4,870万円を見込んでおります。これは大平団地２号棟の外壁の改

修工事を実施したいという考えでございますので、ここで大きな増額を見込んだというとこ

ろでございます。 

   続いて、次の公営住宅整備等事業費１億1,458万5,000円の減額でございますが、これにつ

きましては、本年度の工事請負費の敷地造成を見込んでいたんですが、それについては当該

年度と比較しまして2,610万円の減額、補償補塡であるとかという部分で1,760万円の部分で

ことしありましたので、そういう部分で若干補償補塡では240万円ほど増額となっておりま

すが、それ以外で公有財産購入費、設計委託という部分で約7,000万円ほど減額となってお

りますので、工事請負費等と合わせまして１億1,000万円という大きな減額となったところ

でございます。 

   消防費でございます。非常備消防費につきましては、476万7,000円の増額となっておりま
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すが、ここにつきましては、本年度柳津町で全会津の消防の防災訓練があるという部分を見

込ませていただきましたり、実は本年度福島民友新聞社から民友旗をいただけるという話が

まいってございます。それに伴います祝賀会であったりそういうものも見込ませていただき

ました。それと同時に、役務費のほうで広告料150万円をとっていますが、これが実は民友

旗をいただく際に民友さんのほうに広告料的なものを出していくという必要がございますの

で、これをとらせていただいたという部分でございます。それと備品購入費で300万円にな

りますが、これは先ほど歳入での寄附金で申し上げましたが、備品購入費のほうで団旗とあ

わせて実は分団旗、５分団ありますがその分団旗についても整備をしたいという部分があり

ますので、そういう分で増額となって476万7,000円の増額となったところでございます。 

   次の107ページ、消防施設費で1,833万9,000円の減額というところでございます。これに

つきましては、ことしの当初予算では防火水槽４基を見込んでおりましたのでその減額が大

きな理由でございます。 

   続いて、次のページの防災費で、比較で２億855万円、この大きな理由といたしましては、

何回も出てまいりますが、次の109ページになりますが、工事請負費といたしまして継続費

を組ませていただきましたデジタル防災無線２億2,000万円の皆増という部分と設計委託の

管理で480万円ほど見込んでおりますので、それが皆増となってございます。 

   広域消防費については、負担金の広域圏からの通知によります減でございます。 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   ここで暫時休議をいたします。 

   教育費のほうからまた再開します。 

   再開は２時30分といたします。（午後２時１４分） 

○議長 

   それでは、議事を再開いたします。（午後２時２９分） 

         ◇         ◇         ◇ 

○議長 

   引き続き、教育費、110ページから総務課長の補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（登壇） 

   それでは、110ページ、教育費から補足してご説明を申し上げます。 



 １８５

   教育費の教育総務費、教育委員会費でございますが、本年度と同額となっております。 

   事務局費につきましては、909万円ほどの増額補正となってございますが、大きな増額の

理由といたしましては、112ページをお開きください。委託料、運転業務委託料という部分

で1,821万5,000円という形で計上されておりますが、これにつきましては、専用線という部

分で走らせるようになりますので、この部分で633万9,000円増額となっております。それに

伴います修繕費、燃料費、役務費等の増額が大きな理由となってございます。 

   続きまして、113ページをお開きください。 

   教員住宅管理費でございます。これにつきましては40万円の減、これは修繕費等の減でご

ざいます。 

   114ページでございます。 

   柳津小学校管理費でございます。532万2,000円の増額となっております。大きな増額の理

由といたしましては、次の115ページをお開きください。施設改修工事という部分で560万

3,000円、これは職員トイレであったり体育館のＬＥＤ化であったりという工事をしたいと

いう部分でございますので、皆増という形でふえてございます。 

   西山小学校管理費でございます。195万5,000円の増額となっております。これにつきまし

て大きな理由といたしましては、116ページの施設改修工事の部分での323万2,000円の増額

の部分がございます。それと西山小学校につきましては用務員の関係で75万8,000円ほど減

額となっている部分がございます。 

   続きまして、次の117ページでございます。 

   柳津小学校教育振興費で89万7,000円の減額になっておりますが、これは備品購入費でＩ

ＣＴ関係の購入費の部分で本年度と比較いたしまして132万7,000円ほど減額になっておりま

すので、それが大きな減額理由となっております。 

   118ページ、西山小学校教育振興費11万1,000円の減額、これにつきましては本年度の実績

を勘案しましての減額となったところでございます。 

   次の119ページ、中学校費でございます。これにつきましては、１目といたしまして会津

柳津学園中学校管理費という部分と次のページの会津柳津学園中学校教育振興費という部分

で新たな目を設置させていただきました。対前年で比較するのは非常に難しいかと思います

が、基本的に２校の去年の中学校の管理費と言われるものを合計しまして、次の120ページ

に工事請負費１億2,000万円とあります。グラウンド改修と図書館の改修、トイレ改修等が

ございます。これらを合わせて１億2,000万円です。この１億2,000万円を当該年度の１億



 １８６

2,947万2,000円から減額いたしますと、947万2,000円となります。対前年の２校を足した部

分の教育管理費と言われる部分については、1,092万6,000円でございますので、それとの差

額というふうに考えますと、逆に145万4,000円ほど学校管理費の部分では少なくなっている、

工事請負費を除けばという感じでなっております。 

   続きまして、次の120ページでございます。 

   会津柳津学園中学校の教育振興費でございます。これにつきましても新たな目でございま

すので新たな予算となります。これにつきましても、昨年の２校と合計しての部分を比較さ

せていただきますと、内容的なものの差違はございますが、２校を足すと平成29年は1,385

万円という部分でございましたが、それと比較して400万円ほど減額になっているという部

分でございます。 

   次の121ページでございます。 

   西山中学校管理費、これにつきましては、対前年比667万6,000円の減額でございますが、

空き学校になりますので皆減になるのが普通でございますが、今後の跡地利用の関係であっ

たり、あそこから今まで使っていたいろんな物を今の会津柳津学園のほうに持ってくるとい

う部分もございますので、そういう部分で電気であったり、あるいはちょっとしたシルバー

の部分の手数料の部分、あとは手数料というのは運搬のための運搬手数料でございます。西

山中学校につきましては、本当にぎりぎりまでお使いになるというふうになりますので、新

年度にならないとなかなか物は持ってこられないとなりますので、西山中学校の手数料とい

う部分でいろんな使用するものを持ってくるという形で68万6,000円を上げさせていただい

たという部分でございます。 低限必要な物だけ少しとらせていただいたという部分ですの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

   柳津中学校管理費、柳津中学校教育振興費、西山中学校教育振興費、統合中学校管理費に

つきましては、廃目とさせていただきました。 

   続いて、122ページ、社会教育費でございます。社会教育総務費で755万6,000円の増額と

なっております。これにつきましての大きな理由といたしましては、先ほど基金繰入金でお

話し申し上げました123ページの一番下、柳津町海外派遣事業補助金、海外派遣に対する補

助金で867万4,000円をとらせていただきました。これが大きな増の理由です。 

   続きまして、次のページでございます。 

   公民館費で339万9,000円ほど増額となっております。これも歳入のほうで述べさせていた

だきましたが、公民館の事業で県のサポート事業を入れて事業をしたいという部分で、サポ
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ート事業の申請をしております。それに伴いますサポート事業の関係で374万1,000円ほど見

込んでおりますので、その分が増額となっているというのが大きな理由でございます。細か

く書くところに入ってございますので、細かいことについては委員会のほうでお聞きいただ

ければと思います。 

   続きまして、125ページです。 

   文化財管理費でございます。文化財管理費として238万5,000円の減額となっております。

この大きな減額については、本年度につきましては久保田三十三観音の部分での工事請負費

で262万5,000円がございましたので、その分が皆減でございます。 

   続きまして、次の126ページ、活性化施設管理費で64万3,000円という部分で、当該年度の

実績見込み並びに需用費の修繕費で冷暖房の空調の部分での修繕が必要になってまいりまし

た。その部分で302万4,000円がこの修繕費には入ってございます。本年度と比較しますと

161万2,000円ほど増額になっているという部分がここで出てまいります。逆にふえているの

は、清掃賃金や区画線の工事という部分が今年度はありましたが、それがございませんので

減額となっています。清掃賃金につきましては、シルバーのほうに委託してやっていきたい

という考え方でございます。 

   美術館管理費につきましては、668万円ほど増額となっておりますが、これにつきまして

は報酬等の部分でございますが、地域おこし協力隊につきまして昨年は１名でございました

が、今年度２名募集をしてございますので、それに伴います報酬等の増という部分でござい

ます。それと職員給の部分での増額が大きな理由となってございます。 

   続きまして、128ページの美術館事業費でございます。美術館事業費の中で510万2,000円

の減額となってございますが、これにつきましては何回か言っておりますが、「ムンク×斎

藤清」展の特別企画展での400万円の減やノルウェー大使館との共同事業の部分での200万円

の減で600万円の減額がございましたので、それが大きな減額の理由となってございます。 

   続いて、130ページでございます。 

   保健体育費でございます。121万4,000円の増額となってございますが、これにつきまして

大きな理由といたしましては次の131ページでございます。負担金補助及び交付金で地域型

総合スポーツクラブ運営補助金100万円という部分で皆増となっています。これが大きな増

額の理由です。 

   続きまして、学校給食費で３億3,151万9,000円の減額となっておりますが、これにつきま

しては、おわかりのとおり給食センター建設関係の事業費で３億3,761万9,000円という部分
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で合算しますと減額になっておりますので、それが大きな理由でございます。 

   続きまして、次の133ページをお開きください。 

   運動公園管理費でございます。1,068万5,000円の増額補正となっております。これについ

ての大きな理由といたしましては、135ページをお開きください。工事請負費1,131万円とい

う分でございますが、これにつきましては、第一体育館の屋根の塗装その他の実施をしたい

という部分でございます。これに伴う1,092万6,000円という部分での大きな増額となったと

ころでございます。 

   災害復旧費につきましては、現年農地等災害復旧費、次のページの農林水産業施設の現年

林業施設災害復旧費、続いて公共土木施設災害復旧費につきましては、当該年度と同額を計

上させていただきました。 

   町単災害復旧費につきましては、15万円ほど減額調整をさせていただいて林業施設と同様

の使用料と原材料費で合わせて100万円を見込ませていただいたというところでございます。 

   次の137ページでございます。 

   町単災害復旧費の土木関係でも同じように機械借り上げと原材料費で100万円という部分

でございます。 

   公債費でございます。公債費につきましては元金で942万4,000円の減額、利子で256万

4,000円の減額という部分でございます。これにつきましては、平成29年度の歳計譲与基金

処分の部分で繰上償還等をさせていただきました。それに伴う元利金の減額という部分が大

きな理由と考えられます。 

   続きまして、次の138ページにつきましては、普通財産取得費、存目1,000円でございます。 

   予備費につきましては、2,755万1,000円を見込ませていただいたところでございます。 

   149ページをお願いいたします。 

   ここからが特別会計になります。項までご説明をして予算審議をしていただくというのが

本来の形ではございますが、あす以降予算特別委員会ということがございますので、特別会

計につきましては、大変申しわけございませんが、款での説明をさせていただきたいという

考え方を持っていますので、ご了承いただきたいと思います。それでは、始めさせていただ

きます。 

   議案第３９号「平成３０年度柳津町土地取得事業特別会計予算」でございます。 

   歳入歳出それぞれ627万円とするものでございます。 

   152ページをお開きください。 
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   歳入の総括表でございます。款で示されております。ここでふえた分については、繰入金

で292万円ふえています。これについては、裏のページの歳出のほうで申し上げます。 

   歳出のほうで団地造成費と言われる部分で295万円ふえております。これにつきましては、

先ほどのご質問でもありましたが、分譲宅地という部分で昨日の一般質問でもありましたよ

うに分譲地の測量設計をしたいという部分でございまして、300万円を設計費の委託分とし

て見込ませていただいたという部分でございます。あとは調整分で292万円となったところ

でございます。 

   157ページをお願いいたします。 

   議案第４０号「平成３０年度柳津町国民健康保険特別会計予算」でございます。 

   事業勘定につきましては、歳入歳出それぞれ５億1,400万円とするものです。施設勘定に

つきましては、8,930万円とするものでございます。 

   162ページをお願いいたします。 

   歳入の総括でございます。国民健康保険の事業勘定につきましては、本年度より福島県が

被保険者となりまして新たな予算組みとなりますので、廃款となっている部分も出てまいり

ますのでよろしくお願いしたいと思います。歳入では、もう条例の改正等が提出されること

になっておりますので、国保税の見直しという部分がございます。県からにつきましての給

付金及び調整交付金につきましては、県の支出金並びに一般会計繰入金と繰越金、諸収入に

よりましてこの６つの大きな款という部分で予算編成をしていきたいという考え方で思って

おります。対前年比でいきますと7,410万円の減額となります。 

   歳出について申し上げます。次のページでございます。 

   歳出につきましても、総務費から予備費の６つの大きな款で占められているというふうに

なります。基本的には、総務費については人件費であるとかそういうものをとらせていただ

きます。保険給付につきましては、当然扶助費的なものをとらせていただくというふうにな

ります。 

   ３款の国民健康保険事業費納付金、これが県に対する町が納付する金額となります。ただ

し、この給付費のベースにつきましては、平成28年度の給付費をベースにして納付金額が決

まっております。本年度は9,941万7,000円となっていますが、平成28年度、本年度の給付実

績は多分これ以上になるだろうとなりますと、その給付実績に応じてこの金額は上がったり

下がったりしてくると考えられます。 

   今までですと、給付費が上がればどうするんだ、歳出のほうで歳入でどうするんだという
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ふうになりますが、それにつきましては、県のほうで、もし給付費が上がりました、歳入ベ

ースがありませんとなったとしても、それは県の支出金のほうで全額見込むという部分で県

から給付費については来ます。ただし、それは今言ったように翌年度、翌年度の調整で歳出

のほうで納付金として調整されますというふうなので、それが１年間ずつずれるというよう

な感じに思っていただければと思いますので、よろしくお願いをしたいという部分でござい

ます。 

   それで、歳出の３款につきましては、平成28年度の給付費をベースにして出していると。

この中には一般質問でも出されました部分の町のいろんな事業をやることによっての増額分

と言われる部分もここには含まれるという形になります。そのような形で予算が編成された

という部分でございますので、対前年と大分比較して違ってございますので、ご理解をいた

だきたいと思います。ただ、保険料とかそれについては同じように出てまいりますので、そ

の辺の考え方については特別委員会でお聞きいただければと思いますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

   続いて、195ページをお願いします。 

   国民健康保険の施設勘定の歳入の総括表になってございます。本年度と比較いたしまして

2,080万円ほど増額になっております。これにつきましては、繰入金の増額という部分が大

きな理由です。 

   次のページでございます。歳出を見てください。196ページでございます。 

   施設勘定につきましては、全員協議会のほうでこの前の５日にもいろいろ申し上げました

が、医師をお迎えしたいという部分で予算計上していたところではございますが、予定した

お医者さんのほうからなかなか難しいという話が来たものですが、町としては新たに医師を

迎えて診療所の運営をしたいということで考えておりますので、予算は当初考えたとおりと

いう部分で上程をさせていただきたいという部分で考えてございます。大きなふえた理由と

いたしましては、医薬費の歳出のほうで見ていただくとわかるんですが、医薬用の機械器具

の部分でエックス線の検査装置とか超音波装置とか簡易の血液検査機器と言われるものの備

品購入費の増額が1,500万円ほど見込んでおりますので、それが大きな歳出の増となったと

ころでございます。 

   続いて、212ページをお願いいたします。 

   議案第４１号「平成３０年度柳津町後期高齢者医療特別会計予算」でございます。 

   歳入歳出それぞれ5,200万円とするものでございます。 
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   215ページをお願いいたします。 

   これにつきましては、歳入で保険料のほうで増額という部分で103万円、合計で120万円と

いうふうになっています。 

   歳出のほうをお開きください。次の216ページになります。 

   合わせて120万円になっていますが、総務費につきましては、人件費及び計算センターの

負担金の増という部分と広域連合の負担金の増額という部分が大きな増額の理由となってご

ざいます。 

   続きまして、231ページをお願いいたします。 

   議案第４２号「平成３０年度柳津町介護保険特別会計予算」でございます。 

   ５億7,700万円とするものでございます。 

   236ページをお願いいたします。 

   歳入でございます。国庫支出金から県支出金、繰入金等ありますが、これについての大き

な要因といたしましては、給付費の増に伴う見込み額の増、歳入の増というところでござい

ます。 

   次のページ、歳出になります。237ページになります。 

   保険給付費と言われる分で2,403万5,000円の増額となっております。それと大きく増額し

ているのが予備費でございます。予備費につきましては、平成29年の補正予算のほうで予備

費のほうに積ませていただきたいという部分で、翌年度にその分を使いたいという考え方を

させていただきましたので、その分がここに大きく出てきているという部分になります。 

   続きまして、262ページをお願いいたします。 

   議案第４３号「平成３０年度柳津町簡易水道事業特別会計予算」でございます。 

   歳入歳出それぞれ２億9,700万円とするものでございます。第２条といたしまして地方債

という部分で地方債をお願いしたいというところでございます。 

   265ページをお願いします。 

   第２表 地方債でございます。簡易水道統合整備事業という部分で、簡易水道事業債を

5,420万円お願いしたいというところでございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   歳入総括でございます。総額といたしまして1,310万円の減額となってございます。大き

な部分で言いますと、繰入金の減額という部分と諸収入で増額となっておりますが、これは

県道部分の道路復旧部分に関する、県がやるべき部分について町が代行してやるという部分
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での負担金の増額という部分で諸収入が多く入ってまいります。 

   続いて、歳出でございます。歳出につきまして大きな減額の理由としましては、簡易水道

の統合工事の部分で768万円ほど減額、それと水道メーターの更新が今年度ございましたの

で、その関係に伴って578万7,000円ほど減額になっているという部分で、それが大きな減額

の要因となってございます。 

   284ページをお願いいたします。 

   議案第４４号「平成３０年度柳津町町営スキー場事業特別会計予算」でございます。 

   歳入歳出それぞれ950万円とするものでございます。 

   287ページをお願いいたします。 

   20万円の減額という部分でございます。これは繰入金の減額です。続いて、次の歳出のと

ころで申し上げます。 

   歳出で繰入金が若干減ってきたのは、先ほど補正予算で申し上げましたように、土地の賃

借料の部分の減、土地が町のほうに寄附されましたと申し上げましたので、それに伴う歳出

の減という部分でございます。それと委託料につきましては、本年度につきましてはスキー

場の施設の解体の実施設計を組みたいという部分で予算を計上してございますので、その分

が11万3,000円ほど当該年度より高くなっております。 

   291ページをお願いいたします。 

   議案第４５号「平成３０年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算」でございます。 

   8,500万円と定めるものでございます。 

   294ページをお願いいたします。 

   歳入でございます。大きな理由としては繰入金の減額でございます。 

   続きまして次のページ、歳出になりますが、総務費で252万8,000円の減額、大きな理由と

いたしましては汚水ますの設置工事等の皆減、これは藤地区の汚水ますの設置部分で119万

9,000円ほどが減額、あとは施設改修、需用費等の総額の部分で合わせて140万円ぐらい減額

になっておりますので、270万円の減額という部分で発生してございます。 

   続いて、312ページをお願いいたします。 

   議案第４６号「平成３０年度柳津町下水道事業特別会計予算」でございます。 

   6,500万円と定めるものでございます。 

   315ページをお願いいたします。 

   歳入でございます。歳入につきましては、繰入金で739万8,000円と大きな減額となってお
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ります。 

   次のページ、歳出になります。大きく減っている部分といたしましては、総務費では下水

道の接続工事の部分で119万9,000円ほど減額になっています。公債費につきましては、過疎

債の償還金の650万円ほどの減額が大きな理由でございます。 

   続いて、332ページをお願いいたします。 

   議案第４７号「平成３０年度柳津町簡易排水事業特別会計予算」でございます。 

   歳入歳出それぞれ250万円と定めるものです。 

   335ページをお願いいたします。 

   歳入でございます。繰入金で10万円の減額を見込むものでございます。 

   続いて、次の336ページでございます。 

   歳出でございます。これにつきましては、総務費で７万円ほど減額になっていますが、汚

泥の処分料についての減額をしたという部分がございまして、７万円ほどの減額が発生して

いるという部分でございます。 

   342ページをお願いいたします。 

   議案第４８号「平成３０年度柳津町林業集落排水事業特別会計予算」でございます。 

   歳入歳出それぞれ総額690万円とするものでございます。 

   345ページをお願いいたします。 

   これにつきましては、繰入金で70万円の増額となっております。 

   次のページ、歳出をお願いいたします。346ページになります。 

   これにつきましては、総務費で久保田の第２マンホールポンプ場のポンプの修繕という部

分が253万円ほど増額となってございまして、本年度持っていた修繕費と比較しまして129万

6,000円ほど増額となったというのが大きな理由でございます。公債費等については今年度

の実績見込みでの減額という部分でございます。 

   以上が11会計に対する補足説明でございます。 

   よろしくお願いいたします。 

○議長 

   これから質疑に入りますが、この総括質疑におきましては、ただいま説明のありました平

成30年度予算の全般的な事項について、基本的には款、項、目までとします。節以下につき

ましては、あしたからの予算特別委員会で質疑を行いたいと思いますので、ご協力のほどお

願いいたします。 
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   それでは、これより質疑を許します。 

         （「質疑なし」という声あり） 

○議長 

   これで質疑を終わります。 

   お諮りいたします。 

   議案第38号から議案第48号までの平成30年度柳津町歳入歳出予算については、議員10名で

構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、議案第38号から議案第48号、平成30年度柳津町歳入歳出予算については、予算特

別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 

   予算特別委員会の正副委員長の互選でありますが、議長において指名することにしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、議長において指名することに決しました。 

   それでは、指名をいたします。 

   予算特別委員会委員長に総務文教常任委員長の齋藤正志君、副委員長に産業厚生常任委員

長の田﨑信二君を指名いたします。 

   なお、本予算審査に当たり、町長、副町長、教育長、課長等及び班長の出席を求めます。 

         ◇         ◇         ◇ 

         ◎休会の議決 

○議長 

   お諮りいたします。 

   本日、これより３月16日午前10時までを予算審査のため休会としたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 
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○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本日、これより３月16日午前10時までを休会とすることに決定いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

         ◎散会の議決 

○議長 

   お諮りいたします。 

   本日はこれをもって散会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本日はこれをもって散会いたします。 

   なお、あしたからの予算特別委員会は本会議場において午前９時から行います。 

   長時間にわたり大変お疲れさまでございました。（午後３時０２分） 
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